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【
要
約
】
　
清
末
の
二
度
の
賠
償
金
と
新
篇
創
設
を
中
心
と
す
る
権
力
的
改
革
は
、
各
省
政
府
に
急
激
な
財
政
膨
張
を
強
制
す
る
。
改
革
を
強
力
に
推
進
し

た
湖
北
省
の
場
合
、
そ
れ
に
伴
な
う
経
費
膨
張
に
対
し
、
通
過
税
・
消
費
税
を
中
心
と
す
る
流
通
依
存
型
の
税
収
体
系
に
銅
元
鋳
造
差
益
等
の
租
税
外
収

入
を
加
え
た
歳
入
構
成
を
築
く
こ
と
に
よ
り
対
応
す
る
。
し
か
し
獲
得
し
た
財
政
上
の
相
対
的
優
位
の
故
に
湖
北
省
は
軍
備
拡
張
に
於
て
過
重
な
負
担
を

強
い
ら
れ
、
そ
れ
は
行
政
業
務
に
支
障
を
与
え
、
省
政
府
と
清
朝
中
央
の
間
に
は
政
策
上
の
矛
盾
が
生
ず
る
。
湖
北
省
の
財
政
的
優
位
の
背
景
に
は
世
界

市
場
包
摂
に
伴
う
漢
口
経
済
の
発
展
が
あ
り
、
官
銭
局
の
諸
活
動
が
そ
こ
に
於
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
。
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清來湖北省財政の分権的展開（黒田）

一
　
問
題
の
所
在

　
清
末
或
い
は
辛
亥
革
命
研
究
に
於
て
財
政
問
題
の
占
め
る
比
重
は
極
め
て
低
い
。
そ
の
一
方
で
帝
国
主
義
に
よ
り
課
せ
ら
れ
た
賠
償
金
に
よ

り
も
た
ら
さ
れ
る
財
政
規
模
の
歯
型
的
膨
張
、
そ
の
対
応
策
と
し
て
の
無
原
則
的
増
税
・
課
税
対
象
拡
大
、
即
ち
大
衆
収
奪
、
そ
し
て
辛
亥
革

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

命
へ
の
傾
斜
と
い
う
窮
迫
革
命
的
な
図
式
は
定
着
し
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
今
一
つ
中
園
近
代
史
を
通
し
て
財
政
に
対
す
る
通
説
的
な
像
を

形
成
し
て
い
る
も
の
に
「
官
僚
私
産
論
」
と
い
う
べ
き
も
の
が
あ
る
。
徴
税
官
吏
の
中
間
搾
取
に
よ
る
私
財
形
成
と
上
部
機
関
の
そ
れ
に
対
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

る
容
認
の
構
造
を
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
公
財
政
不
在
論
に
近
く
、
兵
隊
と
税
金
屋
の
国
家
観
（
そ
れ
は
同
時
代
人
の
観
念
と
も
通
ず
る
が
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

を
普
及
さ
せ
る
。
徴
税
機
構
全
体
の
委
任
的
か
つ
協
調
的
な
性
格
と
行
政
権
力
の
多
元
的
構
造
と
い
う
周
知
の
事
実
を
踏
ま
え
た
「
官
僚
私
産
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⑥

論
」
は
洋
夏
期
に
も
適
応
さ
れ
、
私
産
的
性
格
は
更
に
拡
大
さ
れ
た
と
評
価
さ
れ
る
。
そ
し
て
清
末
の
課
税
さ
れ
ぬ
も
の
は
な
い
と
言
わ
れ
る

「
苛
掴
雑
税
」
の
社
会
状
況
と
結
合
さ
れ
、
同
時
期
の
権
力
的
改
革
－
新
政
に
対
す
る
反
動
的
再
編
の
評
価
を
形
づ
く
る
重
要
な
要
因
と
な
る
。

前
の
図
式
は
「
官
僚
私
産
論
」
に
よ
り
補
強
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
国
民
経
済
形
成
に
於
て
統
「
財
政
の
成
立
が
重
要
な
条
件
と
な
る
の
は
言
う

ま
で
も
な
い
が
、
清
末
民
国
初
に
於
て
そ
の
最
大
の
障
碍
と
さ
れ
た
の
が
、
　
「
縫
地
簿
款
」
即
ち
地
方
特
に
省
政
府
が
独
自
な
財
政
権
を
有
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

固
有
な
税
収
体
系
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
「
官
僚
私
産
論
」
的
観
点
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
こ
そ
封
建
的
分
割
と
も
解
釈
さ
れ
る
こ

　
　
　
⑧

と
に
な
る
。

　
し
か
し
別
稿
の
如
く
、
小
論
で
も
対
象
と
す
る
清
末
湖
北
省
政
府
は
年
一
五
〇
〇
万
鵠
以
上
の
紙
幣
を
発
行
し
全
省
一
帯
に
額
面
流
通
さ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

る
程
の
「
公
信
用
」
を
形
成
し
て
い
た
。
そ
れ
は
流
通
拡
大
に
よ
る
貨
幣
需
要
の
昂
り
を
歴
史
的
前
提
と
し
た
経
済
管
理
機
能
で
あ
り
、
そ
し

て
財
政
の
恣
意
的
性
格
を
強
調
す
る
が
故
に
、
国
家
の
経
済
的
力
能
と
社
会
の
再
生
産
を
相
互
作
用
的
に
窺
え
ら
れ
ず
両
者
の
論
理
を
切
断
し

て
し
ま
う
「
官
僚
私
産
論
」
で
は
説
明
不
能
な
側
面
な
の
で
あ
る
。

　
清
末
の
財
政
聞
題
、
特
に
省
財
政
は
省
敷
府
主
体
に
盛
行
さ
れ
た
と
さ
れ
る
光
束
新
政
の
歴
史
的
評
価
に
関
わ
る
。
新
政
諸
政
策
は
清
朝
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

命
の
た
め
の
反
動
的
再
編
と
み
な
さ
れ
る
一
方
、
原
蓄
過
程
と
し
て
把
え
ら
れ
も
す
る
。
後
者
の
場
合
、
二
十
世
紀
初
の
民
族
資
本
勃
興
は
新

政
に
よ
り
実
現
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
だ
が
新
政
と
民
族
資
本
勃
興
の
有
機
的
連
関
を
論
証
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
権
力
の
経
済
的
側
面
た
る
財
政

を
含
ん
だ
検
討
が
必
要
と
さ
れ
る
。
権
力
の
生
産
過
程
へ
の
直
接
介
入
に
よ
る
資
本
制
創
出
に
限
定
し
た
分
析
は
と
も
す
れ
ば
官
営
工
場
の
成

否
の
解
釈
に
論
点
が
留
ま
り
や
す
く
、
ま
た
民
間
の
機
械
へ
の
偏
見
を
打
破
し
た
と
い
う
よ
う
な
観
念
的
な
確
認
の
域
を
出
な
く
な
る
恐
れ
が

あ
る
。
公
的
収
奪
の
体
系
と
社
会
の
再
生
産
の
論
理
を
切
断
せ
ず
総
合
的
に
検
討
し
て
こ
そ
原
難
論
は
発
展
す
る
。
小
論
は
か
か
る
観
点
か
ら
、

省
財
政
分
析
、
特
に
経
費
膨
張
と
歳
入
構
成
の
変
化
の
意
味
を
検
討
し
、
清
末
の
権
力
の
性
格
に
迫
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
湖
北
省
こ
そ

は
総
督
張
之
洞
の
下
、
新
政
を
最
も
積
極
的
に
推
進
し
た
省
で
あ
っ
た
。
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清末湖北省財政の分権的展開（黒田）

①
　
菊
池
貴
晴
『
現
代
中
国
革
命
の
起
源
一
辛
亥
革
命
の
史
的
意
義
一
思
　
（
一
九
七

　
一
二
年
新
訂
門
）
　
一
六
ニ
ー
五
頁
。
湘
げ
北
人
民
卓
論
ず
政
治
経
済
轡
ザ
教
｛
至
編
『
中
閑
圏
近
代

　
國
民
経
済
史
講
義
』
　
（
…
九
五
八
年
）
池
田
誠
等
訳
上
巻
三
七
五
一
六
頁
。
最
近

　
で
は
姫
田
光
義
等
『
中
国
近
現
代
史
』
上
巻
（
一
九
八
二
年
）
｝
七
九
一
八
三
頁
。

　
全
て
、
賠
償
金
・
新
政
経
費
↓
苛
絹
雑
税
↓
抗
揖
抗
糧
闘
争
＆
辛
亥
革
命
と
い
う

　
論
理
展
開
を
も
つ
。
な
お
『
申
園
近
現
代
史
』
上
巻
一
四
四
頁
に
於
て
小
島
淑
男

　
氏
は
房
相
∵
舗
掲
に
つ
い
て
、
従
来
の
地
税
附
加
か
ら
商
工
業
課
税
へ
の
転
換
を

　
意
昧
し
商
工
業
奨
励
策
の
一
側
面
を
示
す
も
の
と
把
え
て
い
る
。
小
論
の
ね
ら
い

　
は
そ
の
転
換
の
意
味
を
更
に
掘
り
下
げ
る
こ
と
に
あ
る
。

②
　
鈴
木
中
正
「
清
末
の
財
政
と
官
僚
の
性
格
」
幡
羅
中
国
研
究
委
員
会
編
『
近
代

　
中
国
研
究
』
第
二
輯
所
収
。
州
県
の
公
金
の
敷
盤
問
題
を
論
じ
、
官
僚
層
の
私
欲

　
主
義
を
上
級
機
闘
ま
で
及
ば
せ
る
。
論
文
の
対
象
自
体
は
嘉
慶
道
光
年
間
で
あ
る
。

③
例
え
ば
村
松
裕
次
『
中
国
経
済
の
社
会
態
鋼
』
（
一
九
七
五
年
復
刊
）
　
｝
八

　
一
九
、
一
四
六
頁
。
各
級
政
府
は
私
経
済
的
・
契
約
的
で
あ
り
、
そ
の
維
持
の
た

　
め
「
私
的
」
武
力
を
用
い
る
と
す
る
。

　
　
「
官
僚
私
産
」
と
委
託
的
協
調
的
徴
税
機
構
の
性
格
そ
の
も
の
は
無
論
解
決
さ

　
れ
る
べ
き
研
究
課
題
で
あ
る
。
た
だ
構
造
論
的
な
「
中
国
的
」
特
殊
性
の
確
認
に

　
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
強
側
経
済
の
再
生
産
の
構
造
を
歴
史
的
動
態
と
し
て
前
近

　
代
史
か
ら
近
代
へ
通
貫
さ
せ
る
視
点
こ
そ
が
必
要
と
さ
れ
る
。
但
し
そ
れ
は
小
論

　
の
課
題
で
は
な
い
。

④
や
は
り
租
税
は
私
的
収
奪
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

二
　
湖
北
省
財
政
の
規
模
と
歳
入
構
成

清
末
十
年
間
は
省
財
政
が
急
膨
張
し
た
時
期
で
あ
る
。

　
　
我
商
民
細
視
租
税
為
重
上
之
私
産
、
不
知
与
其
身
家
立
何
関
係
。

　
　
『
東
方
雑
誌
隔
ニ
ー
四
「
論
各
省
園
捕
滋
事
案
」
。

⑤
財
政
業
務
の
不
統
一
性
、
地
方
分
権
的
状
況
に
つ
い
て
は
木
村
増
太
郎
『
支
那

　
出
漁
以
払
㎜
』
　
（
｝
九
二
六
年
）
第
二
山
草
二
一
峡
組
織
を
自
国
昭
酬
。

⑥
　
芝
原
拓
爵
『
日
本
近
代
化
の
世
界
史
的
位
鷺
一
そ
の
方
法
論
的
研
究
』
　
（
一
九

　
八
一
年
）
三
九
二
頁
。

⑦
民
国
初
の
財
政
部
長
周
学
熈
は
財
政
鱗
度
の
欠
陥
と
し
て
一
に
就
地
響
款
。
二

　
に
国
税
・
地
方
税
未
分
離
。
三
に
統
一
國
庫
欠
如
、
四
に
公
平
な
課
税
原
則
欠
如

　
を
挙
げ
て
い
る
。
賢
士
毅
『
民
国
財
政
史
』
正
編
上
冊
一
三
五
頁
。
周
と
同
じ
観

　
点
か
ら
清
澄
財
政
の
分
権
状
態
を
包
括
的
に
整
理
し
た
も
の
に
彰
雨
新
「
清
末
中

　
央
與
各
省
財
政
闘
係
」
『
社
会
科
学
雑
誌
』
九
i
一
。

⑧
最
近
で
は
前
掲
芝
原
著
書
四
四
三
頁
。

⑨
拙
稿
「
清
末
湖
北
省
に
於
け
る
幣
鰯
改
革
－
経
済
装
醗
と
し
て
の
省
権
力
」

　
『
東
洋
史
研
究
眠
四
一
－
三
。

⑩
菊
池
貴
晴
「
経
済
恐
慌
と
辛
亥
革
命
へ
の
傾
斜
」
『
中
国
近
代
化
の
社
会
構
造
』

　
（
一
九
六
〇
年
）
　
一
〇
六
頁
。

⑪
横
山
英
『
辛
亥
革
命
研
究
序
説
』
（
一
九
七
三
年
）
三
八
頁
。
里
井
彦
七
郎
「
中

　
国
近
代
化
過
程
に
関
す
る
一
二
つ
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
」
『
ア
ジ
ア
の
変
革
（
下
）
喩

　
一
四
九
i
五
〇
頁
。
前
者
は
新
政
の
本
質
を
「
上
か
ら
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
改
良
」

　
睦
原
蓄
と
し
つ
つ
絶
対
主
義
と
規
定
し
、
後
者
は
貿
弁
的
官
僚
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー

　
に
よ
る
中
圏
型
半
原
蓄
過
程
と
し
て
追
求
す
る
こ
と
を
提
唱
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

表
1
に
光
熱
二
八
年
の
戸
部
編
に
よ
る
各
省
歳
入
表
と
、

篤
行
予
算
章
程
に
基
づ
い

て
編
ま
れ
た
各
省
宣
統
四
年
度
予
算
に
よ
り
、
歳
入
構
成
の
変
化
と
財
政
規
模
の
増
大
を
示
し
た
。
下
部
機
関
か
ら
の
報
告
を
あ
い
ま
い
な
ま
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ま
加
算
し
た
に
す
ぎ
ず
、
絶
対
額
と
し
て
処
理
す
る
に
は
危
険
の
多
い
数
値
で
あ
る
が
、
傾
向
を
読
み
取
る
に
は
有
効
で
あ
る
。

　
湖
北
省
財
政
は
七
七
八
万
両
か
ら
｛
四
五
七
万
両
と
十
年
間
に
倍
増
し
た
が
、
各
項
臼
の
税
収
伸
び
率
に
は
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
ず
田

賦
は
二
〇
％
の
上
昇
率
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
財
政
規
模
拡
大
に
ほ
と
ん
ど
寄
与
し
て
い
な
い
こ
と
が
図
立
つ
。
そ
れ
に
対
し
愚
心
は
九
〇
％
、

表1　湖北・山東両省歳入構成の変化

東北 山（19ユ2年）北 山

5，368，471
　　（43．5）

1，863，715
　　（15．1）

2，473，907
　　（20．0）

　138，940
　　　（1．1）

1．006，993
　　　（8，2）

　　70，547
　　　（O．6）

　　94．832
　　　（O．8）

1，321，413
　　（10．7）

12唐P8両

1，714，480
　　（11．8）

1，910，070
　　（13．1）

3，837，420
　　（26．3）

2，521，325
　　（17．3）

1，067，462
　　　（7．3）

　472，427
　　　（3．2）

　455．255
　　　（3．1）

2，596，313
　　（17．8）

14’R器誇1両

賦
　
課
　
税

田
　
塩
　
関

貨物税

正雑各税

正長各掲

官業収入

雑収λ

計

山　　東

3，802，060
　　（69．7）

270，675
　　（5．0）

1．154，657
　　（21．2）

　　　5，181

　　　（O．1）

72，359
（1．3）

76，958
（1．4）

5・器4両

（1902年） 湖

1，420，684
　　（18．2）

　998，741
　　（12．8）

2，716．474
　　（34．9）

2，391，834
　　（30．7）

　246．016
　　　（3．1）

　　14，233
　　　（e．2）

劉猫82両

賦
　
課
　
税
　
金

田
　
塩
　
関
　
厘

土州税

税雑

計

（）内は百分比。

1902年は『支那経済全書』第1輯944－

5，　961－3頁0

1912年は『民国財政史』正編上冊37頁。

関
税
四
一
％
の
伸
び
を
見
せ
て
お
り
、
こ
れ
ら
消
費
税
・
通
過
税
の
省
財
政
に
占

め
る
割
合
は
大
き
い
。
そ
れ
で
も
こ
の
関
税
・
塩
税
・
厘
金
の
占
有
率
が
低
下
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

て
い
る
の
は
、
公
債
と
籔
摘
（
宝
く
じ
）
を
中
心
と
す
る
と
思
わ
れ
る
雑
収
入
が
宣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

統
四
年
予
算
の
約
六
万
の
一
を
占
め
て
い
る
こ
と
、
雑
税
が
十
倍
に
な
っ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

こ
と
、
光
頭
二
八
年
に
は
な
か
っ
た
官
業
収
入
、
正
韻
再
掲
が
一
〇
％
弱
を
占
め

て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
表
2
は
清
末
二
〇
年
間
に
設
け
ら
れ
た
税
目
を
列
挙
し
た

も
の
で
あ
る
が
、
各
種
営
業
税
が
目
に
つ
く
。
］
つ
の
特
色
は
、
同
じ
直
接
税
に

属
す
る
田
面
が
低
率
の
伸
び
に
抑
え
ら
れ
て
い
る
同
期
間
に
、
都
市
依
存
の
直
接

税
で
あ
る
営
業
税
を
主
と
す
る
正
七
曜
掴
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
各
新

税
が
新
政
の
諸
業
務
を
費
目
と
し
て
指
定
し
た
形
で
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、

旧
来
の
主
た
る
税
収
の
増
大
で
は
新
政
に
伴
う
経
費
増
大
に
対
応
し
き
れ
ず
、
課

税
対
象
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
切
り
抜
け
よ
う
と
し
た
こ
と
を
物
語
る
。

　
以
上
の
諸
点
は
全
国
的
に
は
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
べ
き
か
。
ほ
ぼ
同

程
度
の
財
政
規
模
を
有
す
る
山
東
省
の
歳
入
構
成
の
変
化
を
同
じ
く
表
1
に
示
し

た
。
十
年
間
で
、
や
は
り
歳
入
は
倍
増
し
て
い
る
。
削
回
の
増
加
、
雑
税
の
比
重

増
大
と
い
っ
た
点
も
共
通
し
て
い
る
。
見
過
せ
な
い
の
は
田
丸
と
厘
金
の
占
有
率

4 （744）
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表2　清末湖北省における新税一覧

自　1開始年t 用税

40～50万；＄。軍事費

災害救援

兵工廠経費。20万両。①

京飽

湖南中学堂経費

学堂経費

農業学堂経費

鋼薬廠経費

備荒用

轡漢鉄路票購入

学堂経費

警察経費

模範監獄経費

勧業場，農業学堂

学堂建設

獄囚供食

警察経費

漢口練勇新経費

警察経費

警察経費

1902

1892

1900

1894

1898

1905

19e2

1901

1901

1907

1902

1903

火　車　搦
百貨一文賑掲

簿　防　掲

恭酒癖摘
洋　油　捕
加抽煤油差
加抽石菖絹
加抽雑糧牛皮猶

米　穀　摘
儲　備　掲
両湖賑羅捕

三池三二

貨

物

税

1902

1892

1908

1902

1899

1904

1908

1901

1903

掲
掲
掲
捕
　

掲
捕
捕
絹
掲

　
　
　
　
拗
　
　
照
照

鋪
当
　
堂
鰍
市
　
牌
団
渡

　
　
　
　
陶
　
　
業
防

　
　
　
　
く

量
質
商
学
　
猪
車
銭
号
輪

正
　
雑
　
各
　
摘

r湖北財政説明書』より。①はr難文褻公全集』公腰33
「批櫨緻局量羊簿擬添機力ri製辮法」o

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

共
通
性
の
中
に
各
省
の
歳
入
構
成
の
独
自
性
を
強
調
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。

　
①
　
光
緒
二
九
年
一
二
月
戸
部
編
と
な
っ
て
い
る
。
賠
償
金
分
担
と
練
兵
処
経
費
負

　
　
担
に
伴
う
新
し
い
財
政
収
入
は
未
報
な
の
で
入
れ
て
い
な
い
と
し
て
い
る
（
支
那

　
　
経
済
全
書
』
第
一
輯
九
霊
八
一
九
頁
）
。
圓
税
収
入
よ
り
一
九
〇
二
年
（
光
給
一
…
八

　
　
年
）
と
判
断
し
た
。
同
様
の
数
値
は
『
東
方
雑
誌
』
五
…
十
「
各
省
歳
入
報
部
表
」

　
　
に
も
あ
る
。

　
②
　
宣
統
四
年
予
算
に
於
て
湖
北
省
雑
収
入
は
全
鋼
雑
収
入
中
一
二
％
を
占
め
る
。

　
　
全
国
歳
入
中
の
湖
北
省
歳
入
の
割
合
は
六
％
に
す
ぎ
な
い
。
雑
収
入
に
分
類
さ
れ

の
差
異
で
あ
る
。
税
収
多
様
化
に
よ
り
そ
の
比
重
は
低

下
し
た
と
は
い
え
、
宣
統
四
年
予
算
で
山
東
の
田
賦
収

入
は
な
お
全
歳
入
の
四
割
強
を
占
め
、
十
年
間
に
五
割

の
増
収
を
見
て
財
政
規
模
拡
大
に
寄
与
し
て
い
る
。
山

東
省
の
み
な
ら
ず
河
南
省
等
、
田
賦
増
収
に
よ
り
財
政

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

規
模
拡
大
を
為
し
た
省
は
多
い
。
～
方
で
広
東
省
の
よ

う
に
湖
北
と
同
様
田
賦
収
入
占
有
率
の
一
貫
し
て
低
い

　
　
　
　
　
⑥

省
も
存
在
す
る
。
つ
ま
り
全
面
約
増
税
は
一
面
の
真
実

で
は
あ
る
が
、
激
し
い
省
較
差
を
内
容
と
す
る
も
の
で

　
⑦

あ
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
清
末
の
財
政
規
模
膨
張
は
日
清
戦
争

と
義
和
団
に
よ
る
二
度
の
賠
償
金
借
款
に
よ
っ
て
強
い

清
朝
は
そ
れ
を
各
省
に
よ
る
負
担
分
担
で
切
り
抜
け
よ
う
と
し
た
が
、
急
激
な
膨
張
強
制
は
、
課
税
対
象
拡
大
と
い
う

ま
ず
そ
の
歴
史
具
体
的
過
程
の
分
析
か
ら
始
め
よ
う
。

　
る
収
入
．
項
目
中
に
は
彩
票
（
宝
く
じ
）
利
益
の
七
八
十
万
両
を
除
く
と
公
債
以
外

　
に
大
き
な
財
源
は
な
い
。
賢
士
毅
『
民
国
財
政
史
』
正
編
上
面
三
六
－
八
頁
。
『
湖

　
北
財
政
説
明
書
』
五
一
…
五
頁
。

③
高
鷲
各
税
に
は
契
税
・
当
税
（
質
店
鴬
業
税
）
・
牙
税
・
印
花
税
・
笈
酒
糖
税
．

　
牲
畜
税
等
が
含
ま
れ
る
。
光
緒
二
八
年
の
雑
税
と
同
じ
内
容
。
『
湖
北
財
政
説
暁

　
書
』
一
九
－
二
三
貰
。

④
　
官
業
収
入
に
は
鍼
釘
廠
余
利
・
距
賢
愚
廠
余
利
等
が
含
ま
れ
る
が
、
官
立
工
場
の
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収
益
状
況
は
悪
く
、
糸
麻
紗
布
四
局
の
宮
島
薄
金
以
外
は
ほ
と
ん
ど
省
銭
局
余
利

　
と
考
え
て
よ
い
。
　
『
湖
北
財
政
説
明
霞
』
四
五
一
五
｝
頁
。

⑤
河
南
省
は
田
賦
収
入
が
三
臨
二
万
両
か
ら
五
六
六
万
術
へ
と
六
三
％
の
増
加
を

　
見
せ
、
一
九
一
二
年
に
於
て
も
全
歳
入
の
六
五
％
を
占
め
る
。
険
西
省
も
賑
賦
は

　
一
八
一
万
両
か
ら
二
七
八
万
両
へ
五
四
％
の
増
茄
率
を
示
し
占
有
率
は
な
お
五
六

　
％
で
あ
っ
た
。
繊
麗
は
表
1
に
同
じ
。

⑥
広
東
省
の
田
賦
㌫
有
率
は
一
九
〇
二
年
＝
二
％
、
｝
九
＝
一
年
一
〇
％
。

⑦
歳
入
構
成
の
省
較
差
は
太
平
天
国
期
以
後
の
雪
中
華
南
に
お
け
る
厘
金
に
よ
る

　
議
事
の
補
充
代
位
に
端
を
発
す
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
和
田
清
『
東
亜
史
論
叢
』

　
（
一
九
四
二
年
）
一
隣
九
頁
。

6　（746）

三
　
湖
北
省
財
政
の
展
開
過
程

OD

@
【
九
〇
二
年
以
前
－
財
政
保
守
主
義
と
の
相
克

　
張
之
洞
は
湖
広
総
督
に
転
任
す
る
や
、
京
漢
鉄
路
建
設
、
そ
の
自
力
更
生
の
要
と
し
て
の
艶
冶
藩
製
鉄
機
構
、
漢
冶
藩
を
原
料
供
給
源
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
兵
工
廠
の
三
大
事
業
を
機
軸
と
す
る
政
策
を
打
ち
出
す
。
も
と
よ
り
そ
れ
ら
は
湖
北
省
一
省
の
負
担
に
よ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
鉄
道
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

製
鉄
事
業
は
お
お
よ
そ
中
央
負
担
と
な
っ
た
が
、
兵
工
廠
経
費
は
湖
北
省
負
担
で
あ
っ
た
。
張
は
そ
の
財
源
と
し
て
土
薬
（
国
産
阿
片
）
税
と
宜

昌
塩
厘
に
着
目
し
、
前
者
二
十
万
両
後
者
十
万
両
を
兵
工
廠
に
回
し
た
。
塩
厘
は
予
て
か
ら
湖
北
省
財
政
の
一
つ
の
要
と
さ
れ
て
い
た
が
、
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

は
一
八
八
四
年
開
始
の
江
防
加
価
の
名
目
に
よ
り
生
じ
た
四
川
塩
厘
分
十
万
両
を
回
す
に
止
め
る
。
当
時
会
議
減
収
が
問
題
に
な
っ
て
い
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

張
は
こ
れ
を
徴
税
業
務
不
備
に
よ
る
遺
漏
が
主
原
因
と
見
な
し
、
増
税
の
方
針
を
示
さ
な
か
っ
た
。
同
様
な
傾
向
は
土
薬
へ
の
課
税
に
つ
い
て

も
見
ら
れ
、
ま
ず
徴
税
機
構
を
整
備
す
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
た
。
具
体
的
に
は
国
内
最
大
の
阿
片
産
地
た
る
四
川
省
へ
の
窓
ロ
ー
宜
昌
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

専
業
を
設
置
し
て
揚
子
江
下
流
域
へ
の
流
出
を
点
検
し
、
省
内
消
費
に
つ
い
て
は
、
野
口
の
阿
片
販
売
店
を
調
査
し
、
こ
れ
を
通
じ
て
管
理
す

　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

る
方
針
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
厘
金
徴
収
に
も
統
制
を
加
え
て
ゆ
く
。
兵
工
廠
経
費
に
回
し
た
塩
厘
の
補
填
分
と
し
て
留
金
整
理
に
よ
る
増
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

分
を
期
待
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
張
之
洞
赴
任
当
初
に
於
て
そ
の
財
政
政
策
は
旧
来
の
税
目
の
範
囲
内
で
徴
税
業
務
の
能
率
化
を
図
る
に
止
ま
り
新
た
な
財
政
収
入
を
創
出
す
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る
に
は
到
ら
な
か
っ
た
。
兵
工
廠
経
費
を
捻
出
す
る
程
度
の
経
費
増
大
は
消
極
的
財
政
方
針
で
事
足
り
た
の
で
あ
る
。

　
日
清
戦
争
と
賠
償
金
支
払
に
よ
り
生
じ
た
見
返
り
の
な
い
四
国
借
款
は
、
中
央
並
び
に
省
政
府
の
財
政
方
針
を
転
換
さ
せ
る
第
一
の
画
期
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

な
る
。
年
二
六
〇
万
ポ
ン
ド
を
越
え
る
返
済
と
分
割
危
機
下
に
於
け
る
近
代
式
軍
隊
創
設
の
不
可
避
性
は
、
否
応
な
く
財
政
規
模
を
拡
大
さ
せ

る
。
統
一
国
庫
制
を
も
た
な
い
清
朝
中
央
政
府
は
各
省
と
各
海
関
に
負
担
を
分
散
さ
せ
る
方
式
を
取
る
。
中
央
統
制
を
旨
と
す
る
戸
部
と
し
て

は
同
時
に
各
省
関
に
財
政
収
入
増
加
の
為
の
指
針
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
幾
多
の
財
源
創
出
案
の
結
果
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
た
の
は
、

旧
兵
削
減
・
銭
糧
調
査
・
厘
金
整
理
を
主
と
し
、
間
接
消
費
税
増
税
（
茶
・
砂
糖
・
塩
・
煙
草
・
酒
）
と
営
業
税
（
土
薬
店
・
質
屋
）
、
官
僚
給
費
節
減

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

を
交
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
声
部
の
方
針
に
則
り
一
八
九
六
年
に
は
養
廉
銀
三
割
縮
減
が
為
さ
れ
、
九
七
年
に
旧
兵
削
減
の
上
諭
が
塾
せ

ら
れ
る
。
こ
の
段
階
で
の
財
源
創
出
案
は
、
旧
機
構
合
理
化
の
消
極
策
と
新
税
設
置
の
積
極
案
が
雑
然
と
混
合
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
し
か
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

戊
戌
変
法
の
年
一
八
九
八
年
に
出
さ
れ
た
衛
所
屯
田
へ
の
測
量
課
税
、
岳
州
や
秦
王
島
の
自
発
的
開
港
、
初
の
公
債
た
る
昭
信
富
里
発
行
と
い

っ
た
方
策
は
、
そ
の
後
の
財
政
政
策
の
指
針
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
湖
北
省
は
中
央
政
府
の
示
し
た
税
収
拡
大
案
を
最
も
積
極
的
に
体
現
し
た
。
対
日
敗
戦
後
の
新
軍
創
設
と
漢
陽
兵
工
廠
拡
充
（
一
八
九
八
年
）
。

　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

旧
軍
五
割
削
減
（
九
八
年
）
。
厘
金
整
理
の
為
の
諸
施
策
（
九
八
年
）
。
懸
樋
糖
税
増
税
（
九
九
年
）
。
張
細
心
の
政
治
姿
勢
に
も
よ
る
が
、
湖
北
省
は

　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

年
一
四
四
万
両
の
賠
償
金
借
款
分
担
の
他
に
続
英
徳
借
款
に
よ
る
宣
昌
賢
母
担
保
指
定
に
よ
る
財
源
喪
失
と
い
う
特
殊
事
情
の
為
、
積
極
的
膨

張
策
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
各
省
の
戸
部
方
針
へ
の
対
応
は
一
様
で
は
な
か
っ
た
。
商
店
営
業
税
で
あ
る
舗
掲
や
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

薬
店
営
業
税
を
取
っ
て
み
て
も
、
赤
字
財
政
に
悩
む
黒
龍
江
省
は
導
入
へ
積
極
的
姿
勢
を
示
す
の
に
対
し
、
陳
零
幸
で
は
開
始
を
遅
ら
せ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

と
を
上
奏
し
て
い
る
。
塩
税
増
税
に
つ
い
て
も
河
南
省
が
そ
れ
に
期
待
し
て
い
る
の
に
対
し
、
山
西
巡
撫
総
勢
之
は
塩
商
へ
の
実
害
大
で
あ
る

と
し
て
否
定
的
態
度
を
取
っ
た
。
先
の
戸
部
方
針
は
商
人
層
を
重
要
な
納
税
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
商
業
資
本
の
担
税
能
力

の
差
異
が
財
政
政
策
に
微
妙
な
影
響
を
与
え
は
じ
め
る
。
清
朝
中
央
の
一
律
的
税
源
創
出
案
は
か
え
っ
て
省
間
較
差
を
浮
彫
に
し
つ
つ
あ
っ
た
。

　
だ
が
こ
の
時
期
の
特
微
は
、
次
の
時
期
と
比
べ
て
尚
既
存
の
税
収
の
枠
内
で
の
財
政
的
均
衡
が
可
能
で
あ
る
と
の
幻
想
を
生
み
出
す
余
地
が

7　（747）



ま
だ
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
適
確
に
示
す
の
は
土
薬
税
問
題
で
あ
る
。
一
八
九
七
年
総
税
務
司
ロ
バ
ー
ト
・
ハ
ー
ト
は
、
土
薬
税
の
洋

白
並
み
課
税
を
も
っ
て
一
大
税
収
と
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
彼
に
よ
る
と
、
三
三
万
両
と
推
測
さ
れ
る
土
盛
に
鉱
山
六
〇
両
を
課
税
し
約
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

千
万
爾
が
得
ら
れ
る
筈
で
あ
っ
た
。
そ
の
改
革
案
に
対
し
山
東
巡
醜
業
棄
衡
は
主
穀
生
産
を
損
な
う
と
す
る
守
旧
的
原
則
論
を
元
に
、
①
ハ
ー

ト
の
計
箕
ほ
ど
の
増
収
は
期
待
で
き
な
い
こ
と
、
②
生
産
地
四
川
・
雲
南
・
貴
州
と
い
っ
た
財
政
上
困
難
な
省
に
無
謀
な
税
負
担
強
制
と
な
る

こ
と
、
③
そ
も
そ
も
「
維
正
之
供
」
た
る
田
賦
の
各
省
の
実
収
は
定
額
の
七
割
に
止
ま
り
、
そ
の
改
善
に
こ
そ
税
収
増
が
期
待
で
き
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

挙
げ
て
反
対
し
て
い
る
b
③
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
転
職
重
視
・
定
額
堅
持
の
守
旧
的
財
政
政
策
が
尚
根
強
く
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

動
き
は
、
積
極
的
増
収
策
が
も
た
ら
し
た
各
省
に
於
け
る
種
々
の
弊
害
一
…
例
え
ば
漸
江
省
に
於
け
る
舗
摘
・
土
薬
揖
実
施
に
伴
う
騒
乱
、
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

川
・
山
東
省
の
昭
信
股
票
強
制
割
当
等
一
…
を
契
機
と
し
て
、
積
極
的
開
源
策
を
葬
り
去
っ
て
し
ま
う
。

　
具
体
的
に
は
ま
ず
一
八
九
九
年
、
清
朝
政
府
は
東
南
各
省
の
都
市
家
屋
税
た
る
親
善
徴
収
を
禁
止
す
る
。
つ
づ
い
て
一
九
〇
〇
年
初
、
税
収

増
は
あ
く
ま
で
諸
経
費
の
整
理
を
主
と
す
べ
し
と
の
上
論
が
癒
せ
ら
れ
る
。
財
政
保
守
主
義
の
勝
利
を
示
す
こ
の
上
諭
は
特
に
亀
鑑
洞
を
意
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
湖
北
省
は
宣
昌
塩
厘
担
保
化
に
よ
る
三
十
万
両
の
欠
損
、
銀
価
下
落
に
よ
る
借
款
分
担
金
追
加
と
東
北
合

盛
費
送
金
二
九
万
七
千
両
計
約
六
十
万
両
の
超
過
支
出
に
迫
ら
れ
て
い
た
が
、
上
諭
の
数
欝
前
張
之
洞
は
褻
酒
雑
税
・
土
悪
税
増
税
・
撰
録
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

革
に
よ
り
税
収
増
加
を
図
り
し
か
も
そ
れ
を
湖
北
下
条
建
設
の
た
め
省
に
留
保
す
る
旨
を
上
奏
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
す
る
こ
の
上
論
は
張
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

洞
の
表
2
の
如
き
新
税
設
置
に
見
ら
れ
る
課
税
対
象
拡
大
方
針
を
名
指
し
で
批
判
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
か
く
の
ご
と
き
戊
戌
変
法
後
の
反
動
は
、
財
政
史
的
に
は
積
極
的
財
政
膨
張
政
策
が
も
た
ら
す
一
間
較
差
に
対
し
て
の
中
央
政
府
の
管
理
能

力
欠
如
を
露
呈
す
る
も
の
と
言
え
た
。
中
央
政
府
財
政
方
針
は
戊
戌
変
法
前
の
積
極
策
か
ら
変
法
後
の
量
入
墨
出
の
消
極
策
へ
と
動
揺
し
た
が
、

前
者
は
陳
西
・
山
函
の
よ
う
な
課
税
対
象
の
乏
し
い
省
と
矛
盾
し
、
後
者
は
湖
北
省
の
よ
う
に
経
費
膨
張
に
苦
し
む
省
と
対
立
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

戸
部
案
と
同
様
の
方
針
で
省
政
府
が
税
収
体
系
改
革
に
取
り
組
む
こ
と
そ
の
も
の
が
、
一
律
的
管
理
を
企
画
す
る
中
央
政
府
と
矛
盾
し
て
し
ま

う
こ
と
、
そ
こ
に
省
分
離
化
傾
向
の
必
然
性
が
已
に
現
れ
て
い
る
。
前
掲
表
1
の
一
九
〇
二
年
歳
入
表
は
、
新
し
い
税
収
体
系
の
展
開
が
端
緒
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清末湖北省財政の分権的展開（黒田）

に
付
い
た
ぽ
か
り
の
状
況
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

①
製
鉄
窮
業
と
鉄
道
建
設
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
波
多
野
善
大
「
清
末
に
於
け
る

　
鉄
道
国
有
政
策
の
背
景
」
　
（
『
名
古
屋
大
学
文
学
部
観
究
論
集
（
史
学
）
』
一
七
、

　
一
九
五
七
年
）
参
照
。
兵
工
廠
（
最
初
は
槍
廠
廠
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
｝
九
〇
四

　
年
か
ら
改
称
。
）
と
製
鉄
事
業
と
の
関
連
は
開
設
当
時
か
ら
明
白
で
あ
っ
た
。

　
　
是
精
煉
鋼
鉄
、
正
所
以
備
広
修
鉄
路
自
造
槍
職
、
此
事
最
果
当
務
之
急
。

　
　
『
張
文
嬰
公
全
集
』
（
以
下
『
張
全
集
』
）
奏
議
三
九
「
湊
擾
鉄
両
開
煉
経
費
「
摺
」

　
光
緒
一
一
一
年
八
月
二
八
日
。

②
　
戸
部
が
毎
年
二
百
万
両
の
経
費
を
支
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
前
掲
波
多

　
野
論
文
。

③
　
江
防
加
価
は
当
時
海
軍
衙
門
の
北
洋
海
防
経
費
に
充
て
て
い
た
。
潅
塩
分
を
残

　
し
て
川
塩
分
十
万
両
を
充
当
し
よ
う
と
し
た
。
土
薬
税
は
整
頓
に
よ
り
旧
収
数
万

　
両
か
ら
増
加
し
た
も
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
旧
有
で
は
な
く
新
増
の
税
収
で
あ
る

　
こ
と
を
理
由
に
し
て
い
る
。
嗣
時
に
四
川
機
器
製
造
局
が
や
は
り
土
薬
税
を
経
費

　
と
し
て
い
る
こ
と
、
協
飽
京
納
に
支
障
を
来
さ
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
『
張

　
全
集
』
奏
議
三
〇
「
妥
謙
槍
踊
廠
常
年
経
費
摺
」
光
緒
一
七
年
三
月
一
八
日
。

④
『
張
全
集
』
電
贋
…
二
「
致
宜
昌
塊
局
笠
道
」
光
鰯
墾
五
年
一
二
月
二
六
日
。

⑤
　
『
張
全
集
』
奏
議
二
九
「
整
頓
土
悪
税
項
籔
擬
辮
法
摺
」
光
緒
一
六
年
八
月
二

　
隣
日
。

⑥
『
張
全
集
』
奏
議
二
九
「
札
溢
流
県
簿
辮
漢
口
薬
愚
行
店
影
藤
」
光
緒
～
六
年

　
閏
二
月
二
九
日
。

⑦
　
『
張
全
集
』
公
贋
一
四
「
竜
北
善
後
嘉
慶
局
厘
金
款
項
不
得
虚
解
虚
誕
」
光
緒

　
一
八
年
二
月
八
日
。
張
之
洞
が
い
か
に
帯
金
を
璽
醒
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
木
村

　
正
予
「
張
之
洞
に
関
す
る
一
考
察
一
特
に
湖
広
総
督
時
代
の
湖
北
の
嶽
金
策
を
め

　
ぐ
っ
て
…
」
（
『
工
事
』
三
一
－
一
）
参
照
。

⑥
　
前
掲
「
妥
簿
槍
緻
廠
常
年
経
費
摺
」
。

⑨
　
露
”
燈
憐
款
八
三
万
ポ
ソ
ド
ム
黙
。
英
独
砒
掴
款
九
六
万
ポ
ン
ド
余
。
仙
秘
英
独
借
款
八

　
三
階
ポ
ン
ド
余
。
　
（
元
利
合
計
）
徐
義
坐
編
『
中
國
近
代
外
債
史
統
計
資
料
』
一

　
九
穴
二
年
。
七
四
～
五
頁
。
一
九
〇
〇
年
当
選
｝
七
二
九
万
両
の
支
払
が
な
さ
れ

　
た
。

　
　
『
光
緒
朝
東
華
録
』
二
一
年
一
一
一
月
甲
午
。
戸
部
奏
。

＠＠＠＠＠＠＠
一一・ ｯ同製同同r八右右名右右光一1．　　O　　O　　O　　O　　O　を比

ニ
ニ
年
十
月
辛
巴
。
戸
部
奏
。
前
年
も
三
割
軍
営
。

二
三
年
ヨ
月
癸
巳
。
諭
。

二
四
年
七
月
庚
辰
。
論
。

二
四
雇
†
六
月
己
巳
。
孤
剛
。

二
四
年
正
月
戊
戌
。
戸
部
奏
。

　
　
一
八
九
五
年
代
理
両
江
総
督
か
ら
湖
北
に
復
任
す
る
と
同
時
に
江
蘇
で
編
制
し

　
た
自
強
軍
三
営
を
濫
行
さ
せ
、
武
備
学
堂
を
建
設
し
て
将
校
の
訓
練
に
あ
て
、
そ

　
の
後
九
九
年
、
一
九
〇
〇
年
に
拡
張
し
て
い
る
。
張
春
霧
『
濡
文
裏
公
治
郡
記
』
。

⑰
江
漢
闘
闘
説
十
万
両
と
関
税
収
入
増
加
中
の
海
関
か
ら
の
三
〇
万
両
を
経
費
と

　
し
た
。
　
「
槍
職
局
添
廠
製
造
請
加
擾
経
費
摺
」
光
堂
一
天
年
閏
三
月
＝
日
。

⑱
　
七
七
｝
五
名
を
五
年
間
に
分
け
て
削
減
し
、
そ
れ
に
よ
り
＝
万
両
の
経
費
切

　
り
難
叩
め
を
期
待
し
た
。
『
張
A
萬
集
』
｛
災
議
四
六
「
裁
減
湖
北
制
丘
思
事
整
頓
練
軍
摺
」

　
光
緒
二
三
年
八
月
二
八
臼
。

⑲
　
　
入
九
六
年
二
月
に
は
中
間
搾
取
防
止
の
た
め
人
事
面
で
の
処
理
を
主
と
す
る

　
方
針
を
発
し
、
翌
年
に
は
商
況
と
税
収
の
縮
関
関
係
を
意
識
し
つ
つ
地
方
官
民
の

　
監
視
に
よ
り
徴
税
業
務
公
正
化
を
企
て
る
上
奏
を
行
う
。
ま
た
九
八
年
に
は
司
慕

　
巡
丁
の
上
司
推
薦
を
禁
止
し
右
の
方
針
を
具
体
化
し
よ
う
と
し
た
。
　
『
張
全
集
臨

　
奏
議
圏
一
「
簿
議
整
頓
磁
金
辮
法
摺
」
光
緒
一
…
一
年
一
二
月
　
九
二
。
葦
囲
四
五

　
「
整
頓
運
金
摺
」
光
緒
二
三
年
四
月
十
日
。
公
腰
一
七
「
札
北
牙
厘
局
通
日
禁
薦

　
司
事
巡
丁
」
光
緒
二
四
年
八
月
一
四
旧
。
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⑳
　
『
張
全
集
』
奏
議
五
〇
「
加
徴
煙
酒
糖
税
片
」
光
緒
二
五
年
一
二
帰
二
九
日
。

⑳
　
い
瞬
色
【
貯
ω
い
隷
竃
ミ
偽
象
噛
露
寒
茎
殿
§
ミ
．
O
ミ
鳶
題
』
糟
ミ
㌧
ミ
藁
O
O
ω
り
7

　
㊤
。
。
・
総
理
龍
「
民
国
以
前
関
税
担
保
之
外
債
」
　
『
中
鷺
近
代
経
済
史
研
究
集
刊
』

　
第
三
巻
一
期
。

＠
　
　
『
清
李
外
交
史
料
』
＝
一
九
巻
「
総
三
目
続
篇
英
徳
商
黒
餅
立
合
同
以
税
厘
作

　
抵
折
」
光
緒
二
四
年
・
二
月
十
臼
。
百
万
両
担
保
の
筈
で
あ
っ
た
が
、
湖
北
省
の
反

　
対
に
よ
り
実
収
｝
四
〇
万
串
（
一
一
〇
万
両
）
か
ら
肩
骨
送
金
（
加
課
一
半
）
一

　
三
万
両
、
四
國
借
款
返
済
分
（
簿
鮪
加
価
）
一
一
一
万
両
、
兵
工
廠
経
費
（
江
防
加

　
緬
）
十
万
両
を
除
い
た
七
五
万
爾
と
な
っ
た
。
丘
ハ
工
廠
経
費
が
保
た
れ
た
こ
と
に

　
後
と
の
共
通
性
が
見
ら
れ
る
。
　
『
張
全
集
』
電
陵
三
八
「
致
戸
都
」
光
緒
二
五
年

　
＋
月
一
四
碍
。

⑯
　
『
光
緒
朝
東
華
録
隔
二
四
年
正
月
甲
辰
。
戸
部
奏
。
戸
部
は
舗
摘
に
つ
い
て
光

　
緒
二
二
年
に
張
二
世
が
漢
口
で
施
行
し
た
こ
と
を
先
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

⑳
　
同
右
。
二
四
年
四
月
辛
辰
。
戸
部
奏
。

⑬
　
同
右
。
二
一
年
四
月
丁
未
。
劉
樹
堂
奏
。

⑭
　
同
源
。
二
四
年
七
月
宏
子
。
胡
聴
重
奏
。

⑳
・
⑱
　
同
右
。
　
ニ
ゴ
一
年
六
月
戊
辰
。
李
策
衡
奏
。

㊥
漸
江
欝
波
、
紹
興
、
温
州
等
…
…
各
処
好
民
籍
口
米
貴
、
並
因
鋪
摘
土
薬
携
、

　
聚
衆
闘
闊
、
鳴
雛
罷
宙
。

　
　
『
翁
島
朝
東
華
録
』
一
一
閥
年
九
月
甲
寅
。
諭
。

⑳
　
除
…
涯
商
及
疏
外
各
官
原
著
股
票
業
経
集
有
成
数
外
、
其
余
紳
民
零
細
認
定
之
数
、

　
如
有
無
力
措
緻
者
、
即
著
一
律
僻
収
、
以
示
体
懐
而
杜
擾
累
。

　
　
『
光
緒
朝
東
華
録
』
二
四
年
一
一
月
己
卯
。
諭
。

⑳
　
同
右
。
二
五
年
九
月
辛
酉
。
論
。

⑫
　
二
四
右
。
　
二
六
年
正
［
月
寄
島
。
払
醐
。

　
　
張
鳳
雛
久
任
封
彊
、
創
辮
各
掲
、
開
支
国
家
経
費
璽
止
鍾
萬
。
即
以
湖
北
一
省

　
而
論
、
仕
覚
弊
薫
風
清
、
毫
無
阻
規
中
石
。
乃
区
区
之
数
隠
名
絹
助
、
実
属
不
知

　
大
体
。
張
之
洞
、
干
蔭
霧
、
均
著
傍
旨
厳
行
申
飾
、
母
音
之
項
、
論
詰
准
収
。

　
　
予
蔭
蝶
は
湖
北
巡
撫
。

⑳
　
『
張
全
集
』
奏
議
五
〇
「
整
頓
田
房
契
萱
葺
」
　
「
加
徴
温
酒
糖
税
片
」
光
勲
二

　
五
年
一
二
月
二
九
日
。
電
奏
八
「
致
総
署
」
光
画
二
五
年
一
二
月
二
九
日
。

⑭
註
⑫
。

⑳
新
設
税
の
外
劣
戯
留
を
許
さ
ず
中
央
管
理
と
す
る
方
針
も
戸
部
は
有
し
て
い

　
た
。
典
当
税
の
戸
部
集
中
を
上
奏
し
た
の
が
そ
の
例
で
あ
る
。
　
『
光
緒
東
華
録
』

　
二
三
年
五
月
癸
卯
。
戸
部
奏
。
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働
　
［
九
〇
二
年
以
後
ー
ー
省
財
政
膨
張
と
独
自
的
展
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
義
和
団
事
件
後
の
庚
子
借
款
は
ま
さ
し
く
財
政
史
上
の
一
大
転
機
を
も
た
ら
し
た
。
年
二
千
万
両
支
払
と
い
う
過
酷
な
要
求
を
前
に
し
て
清

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

朝
中
央
は
尚
、
観
念
的
な
冗
費
整
理
に
頼
ろ
う
と
し
て
い
た
が
、
張
之
洞
が
言
明
し
て
い
る
よ
う
に
少
額
の
冗
費
節
減
を
い
く
ら
集
積
し
て
も

巨
額
な
賠
償
金
支
払
に
効
果
が
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
っ
た
。
一
九
〇
一
年
九
月
戸
部
は
旧
軍
経
費
削
減
、
地
丁
銀
銭
差
額
徴
収
、
塩
・
劇
薬
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

茶
・
置
酒
糖
税
加
徴
を
主
と
す
る
増
収
方
針
を
発
し
、
湖
北
省
に
年
＝
一
〇
万
両
の
賠
償
金
分
担
を
指
示
し
た
。
そ
の
三
ヵ
月
後
に
は
各
省
に



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

対
し
二
年
前
禁
止
し
た
ば
か
り
の
舗
捕
・
房
掲
の
導
入
を
認
可
し
て
い
る
。

帝
国
主
義
列
強
の
圧
力
は
こ
う
し
た
形
で
清
朝
中
央
に
残
存
し
た

財
政
保
守
主
義
を
葬
送
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
も
は
や
「
維
正
之
供
」
に
頼
る
財
政
均
衡
を
説
く
条
件
は
消
滅
し
た
。

　
表
3
は
湖
北
省
が
＝
　
○
万
両
の
財
源
と
し
て
戸
部
に
報
告
し
た
内
容
で
あ
る
。
都
市
型
直
接
税
と
間
接
消
費
税
を
中
心
に
課
税
対
象
を
拡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

善
し
つ
つ
増
税
さ
せ
る
日
清
戦
争
後
か
ら
の
方
向
が
、
こ
こ
に
於
て
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
。
だ
が
舗
摘
・
房
掲
は
商
人
層
の
反
対
が
強
く
そ

れ
自
体
で
も
っ
て
大
き
な
財
源
と
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
間
接
消
費
税
も
ま
た
し
か
り
。
嗜
好
品
で
あ
る
こ
と
を
口
実
に
増
税
す
る
煙

酒
潮
紅
は
、
ま
さ
し
く
嗜
好
贔
で
あ
る
が
故
に
一
定
程
度
以
上
の
増
税
は
か
え
っ
て
消
費
減
退
を
引
き
起
こ
し
税
収
を
減
少
さ
せ
る
怖
れ
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

つ
た
。
張
之
洞
は
日
賦
増
微
を
最
後
ま
で
避
け
流
通
依
存
型
課
税
中
心
の
税
体
系
を
指
向
し
て
い
た
が
、
そ
も
そ
も
関
税
自
主
権
が
な
い
上
に

瓶
詰
等
の
流
通
依
存
型
課
税
は
田
賦
・
営
業
税
・
家
屋
税
の
よ
う
な
収
益
税
に
属
す
も
の
よ
り
は
弾
力
性
に
優
る
も
の
の
、
そ
れ
に
も
限
界
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

あ
っ
た
。
新
政
業
務
を
縮
小
せ
ず
に
当
面
の
一
二
〇
万
両
を
捻
出
す
る
に
は
、
特
別
財
源
に
期
待
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
応
え
た
の

清末湖北省財政の分権的展：開（黒田）

湖北雀庚子賠償金二三表

以前減税した地丁毎両100文，漕糧毎
石140文を復旧。　　　　約数万両

銭納の揚合地鳥毎両七分，漕糧毎石
1銭増。

旧来の3分に3分加徴，1分在地経
費，2分半賠償金，2分半塩厘補喫。

毎斤4文。

表3

規復丁漕

加芝繋

税契無価

塩斤減価｝毎斤4文。

房摘 ﾕ殻貧耀郷賃顯
鋪摘臨強饗は・・臨以下逓減

＝大ご二月3000串r戸県2000ξ籍4、県100G串

宝くじ割当て。

毎両牌照税10G文。6家煙織匠に受負
徴収。

票彩

掲膏

酒　　捕1三三8文→16文。

煙酒鰍・％一・％ 3G万両

『支那経済全書』第1輯855－6頁。『張全集』

奏議5G「整頓紐房二陣摺」「加徴煙酒糖税片」

奏議55「規復丁漕減徴並加堤平鍮酌抽契税湊
解賠砂摺」。

が
土
薬
膏
土
・
籔
捕
（
宝
く
じ
）
、
下
元
鋳
造
差
益
の
三
収
入
で
あ

っ
た
。

土
薬
課
税
は
確
実
な
大
幅
増
収
が
期
待
で
き
る
唯
一
の
商
晶
課

税
と
言
え
た
。
洋
薬
（
輸
入
阿
片
）
と
い
う
対
抗
商
品
に
対
す
る
土

薬
の
価
格
低
位
を
崩
さ
な
い
か
ぎ
り
の
増
税
な
ら
他
の
嗜
好
品
消

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

費
税
の
場
合
程
の
消
費
減
退
は
引
き
起
こ
さ
な
い
強
み
が
あ
っ
た
。

そ
の
条
件
を
生
か
す
た
め
魔
睡
洞
は
ロ
バ
ー
ト
・
ハ
ー
ト
の
洋
薬

土
穿
一
括
戸
長
案
に
強
く
反
対
し
て
い
る
。
ま
た
阿
片
に
対
す
る

増
税
自
体
が
統
治
者
と
し
て
持
つ
べ
き
阿
片
吸
飲
逓
減
の
原
則
に

矛
盾
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
一
九
〇
二
年
マ
ッ
ケ
i
条
約
締
結
ま
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⑨

で
の
厘
金
問
題
を
め
ぐ
る
過
程
に
当
て
張
が
厘
雫
を
な
く
し
て
も
土
重
税
煮
は
残
し
て
欲
し
い
と
の
要
望
を
示
し
て
い
る
点
に
、
緊
急
財
源
と

し
て
の
早
薬
税
へ
の
期
待
の
強
さ
が
見
て
取
れ
る
。
万
全
を
期
し
て
湖
北
省
は
生
産
、
流
通
、
消
費
の
三
面
か
ら
の
課
税
体
制
を
作
っ
た
。
主

た
る
阿
片
生
産
地
で
な
い
湖
北
に
と
っ
て
は
特
に
後
二
者
が
重
要
で
あ
る
。
坐
薬
通
過
税
増
税
の
最
大
の
問
題
は
、
土
隠
避
の
流
通
経
路
変
更

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

を
も
た
ら
さ
な
い
対
策
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
あ
っ
た
が
、
張
之
洞
は
戸
部
に
全
海
関
一
律
三
割
課
税
を
勧
め
る
一
方
、
宜
昌
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

税
局
に
は
二
割
徴
収
を
実
行
さ
せ
、
湖
南
等
へ
の
商
人
逃
避
を
防
ぐ
よ
う
指
令
し
て
い
る
。
全
国
的
統
制
実
現
よ
り
も
自
省
財
源
確
保
が
重
視

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
増
税
に
よ
り
一
九
〇
二
年
の
土
薬
の
宜
昌
関
通
関
量
は
落
ち
た
が
、
結
局
翌
年
か
ら
は
従
来
以
上
の
通
関
量
を
記
録
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

省
内
消
費
に
つ
い
て
は
一
九
〇
二
年
省
内
に
於
け
る
生
阿
片
取
引
を
禁
止
、
黙
認
店
を
許
可
制
に
し
土
留
～
両
六
七
〇
文
の
膏
摘
を
徴
収
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ま
た
嚢
陽
方
面
に
於
け
る
阿
片
栽
培
に
は
毎
畝
千
文
を
課
し
省
内
流
通
税
を
免
除
し
た
。
こ
う
し
た
結
果
土
薬
課
税
は
年
百
万
両
以
上
を
湖
北

財
政
に
供
給
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
鍛
摘
は
、
漢
口
を
中
心
に
民
間
で
行
な
わ
れ
て
い
た
宝
く
じ
を
官
側
が
組
織
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
湖
北
は
以
前
漢
口
の
銭
荘
の
宝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

く
じ
営
業
を
制
限
す
る
な
ど
の
方
針
を
取
っ
て
い
た
が
、
江
蘇
省
で
の
流
行
の
結
果
現
銀
が
漢
口
か
ら
流
出
し
、
さ
ら
に
漸
江
省
も
宝
く
じ
を

開
始
す
る
の
を
見
て
、
官
主
催
の
宝
く
じ
営
業
に
踏
み
切
っ
た
。
張
之
洞
は
当
初
各
州
県
に
賠
償
金
分
担
捻
出
の
た
め
特
認
を
強
制
的
に
割
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

て
よ
う
と
し
た
が
、
実
情
に
合
わ
ず
中
止
す
る
。
だ
が
漢
口
に
於
け
る
売
り
上
げ
を
中
心
に
籔
掴
局
密
議
と
し
て
そ
の
後
か
な
り
の
財
源
と
な

っ
た
。
籔
掲
と
並
ぶ
も
う
一
つ
の
官
業
収
入
が
銅
元
余
利
で
あ
る
。
別
稿
に
述
べ
た
よ
う
に
農
産
物
輸
出
急
増
に
よ
る
銅
貨
需
給
逼
迫
は
省
政

府
に
格
好
の
財
源
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
妾
十
平
癒
は
金
属
価
値
を
上
回
る
価
格
で
放
出
さ
れ
、
省
政
府
は
そ
の
差
額
を
労
せ
ず
し
て
歳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

入
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
以
上
、
三
項
の
収
入
は
賠
償
金
分
担
一
二
〇
万
両
を
補
っ
て
余
り
あ
っ
た
。
表
4
は
一
九
〇
四
年
の
湖
北
省
善
後
局
収
支
で
あ
る
。
総
収
入

四
七
三
万
両
中
、
盛
暑
余
利
・
土
膏
掴
・
籔
掲
収
入
が
一
七
三
万
両
を
占
め
て
厘
金
・
塩
厘
と
い
っ
た
旧
収
入
に
近
い
貢
献
を
し
、
担
保
指
定

に
よ
り
宜
昌
塩
厘
が
二
〇
万
両
弱
に
留
ま
っ
て
い
る
分
を
補
っ
て
い
る
。
支
出
は
ほ
と
ん
ど
が
賠
償
金
返
済
と
軍
事
費
で
占
め
ら
れ
て
い
る
が
、

12　（752）
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衰4　光緒31年湖北善後局収支表

支　出

芽ぐ　　　　　　　　食向　　　　　120，000両

東北辺防費　　　80，000
固　本　兵　働　　　50，000

内務府：経費　　　10β30

大学堂経費　　　10、000

甘粛構手向　　230，GOO

広西協餉　　125，488
貴　州　協　鮪　　　19，3G5

他　　送　　金　　　39，121

小　　　計　　　684，244

四国借款返済　　575，0GO両

庚子賠償金分担　　1，353，884

克薩f昔款返済　　　100，000

宜昌塩厘補墳　　160，000
週置　　計　　　2，188，884

北上常備軍経費　　216，451

1，029，933

　　46，000

　107，673

　584，620

　　　9，741

4，864，368

　小　　　計

北上常備軍経費

常備軍経費
荊州旗兵経費

襲河水師経費

他軍事関係費

　　他
面　　下

熱

て
よ

v
こ

か
く
し

て

収入

湖1
北｝於酒糖税
省　竹木税
は　　　銅幣局利益

流　籔掲局利華

年　 他

田　 賦

衛重言税
田房契税

塩課塩塵
（宜昌塩屋）

冠者関関税

厘　 寒

土薬室掲

網総計4・739・262
型　　　『度支部軍餉司爽案掌編』

の巻4湖北より。
独
自
な

税
体
系
に

公
機

関にすを除四あ
の張る占い○る
一之土めた万。
営三木る六両同
業旧事が五の期
一の業’○鋳間
に近に学万造中
よ代そ校両差潜
る化れ建余益、
租施ぞ設のを○
税策れ・う得五
罪の二殖ちて○
収ほ○産賠い万
入と％興償る両
をん弱磯回。相
加ど支部・面当
えが出門中備の
て網し・央投銅
’羅て武送資元
賠さい漢金・を
現れるをが即売
金て。中四与却
といこ心割金し
寄ること強を八

80，000両

50，000

120，376

607，980
（198，227）

20，00e

1，352，977

843，019

254，737

75，181

746，452

151．200

437，340

湖
北
常
備
軍
経
費
に
一
二
四
万
両
以
上
充
当
さ
れ
て
い
る
の
が

目
立
つ
。
新
財
源
二
〇
〇
万
両
余
が
庚
子
賠
償
金
分
担
分
と
湖

北
常
備
軍
建
設
費
を
賄
っ
た
関
係
が
明
白
で
あ
る
。
さ
ら
に
新

財
源
は
兵
工
廠
拡
充
、
各
学
堂
建
設
、
留
学
生
派
遣
と
い
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

経
費
に
充
て
ら
れ
新
政
基
本
政
策
の
基
盤
と
な
る
。

　
表
5
は
一
九
〇
二
年
か
ら
〇
六
年
ま
で
四
年
間
余
の
銅
元

三
・
銀
元
局
・
漢
三
兵
工
廠
附
設
銅
三
三
三
局
の
収
支
決
算
で

あ
る
。
同
期
間
中
三
、
〇
五
〇
万
両
相
当
の
銅
元
を
売
却
し
八

四
〇
万
両
の
鋳
造
差
益
を
得
て
い
る
。
設
備
投
資
・
賞
与
金
を

除
い
た
六
五
〇
万
両
余
の
う
ち
賠
償
金
・
中
央
送
金
が
四
割
強

を
占
め
る
が
、
学
校
建
設
・
殖
産
興
業
部
門
・
武
漢
を
中
心
と

す
る
土
木
事
業
に
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
％
弱
支
出
し
て
い
る
。
こ
こ

に
張
之
三
下
の
近
代
化
施
策
の
ほ
と
ん
ど
が
網
羅
さ
れ
て
い
る

と
言
っ
て
よ
い
。

政
に
よ
る
経
費
膨
張
に
耐
え
た
の
で
あ
っ
た
。

　
省
の
独
自
的
財
政
構
造
の
展
開
に
対
し
て
清
朝
中
央
は
従
来
の
消
極
的
抑
制
で
は
な
く
、
財
政
収
入
膨
張
分
を
中
央
に
吸
収
す
る
形
で
の
統

制
に
力
を
入
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
光
緒
新
政
の
中
心
は
単
二
創
設
に
あ
っ
た
。
一
九
〇
三
年
末
中
央
に
発
足
し
た
練
兵
処
は
、
旧
軍
整
理
と
新
軍

建
設
を
遂
行
す
る
為
の
機
関
で
あ
る
。
一
二
月
二
四
日
に
は
練
兵
処
章
程
が
発
せ
ら
れ
る
。
何
よ
り
の
問
題
は
中
央
の
独
自
財
源
が
乏
し
い
中

で
い
か
に
年
一
千
万
両
も
の
経
費
を
捻
出
す
る
か
で
あ
っ
た
。

13 （753）



表5　湖北省鋼元鋳造三局収支並びに収益用途

20，834，24G両

　1，345，669

　8，411，254

支　出

　銅鉛石炭購入
　労賃・工場経費

収益

30，591，168Miiifu

収入
銅貨売却

878，831

51，020

200，000

　3，367

　　　796

　　　311

　　1，839

846，938

100，000

90，000

　　　832

250，000

21，973

216，520

237，768

839，e69

17，038両

学堂経費
図書館経費
鉱務局経費
工芸局経費
遷善局経費
習芸所経費
勧業場経費
紡織糸麻局股本償還

製麻局機器拡充

兵工廠経費

商報股本
河川用汽船購入費

公共花園経費

不動産購入費
漢口後湖堤防工事費

各種工審費
　　他

収益用途

　廠屋建造経費

　機器拡充
　賞　与　　金
　　　　　小計

　練兵経費
　賠　　償　　金

　雲南円本
　陸軍秋季演習経費

　湖南災害救援金

　布政司予備費
　善後局借款清算

398，156

1，201，181

283，983

1，883，320

1，061，695

1，539，200

2e4，885

100，030

146，033

214，637

214，285両

r中国近代貨幣史資料譲第1輯
884－9貝よ　り。

　
そ
こ
で
浮
か
び
上
が
っ
た
の
が
総
税
務
司
ロ
バ
ー
ト
・
ハ
ー

ト
の
提
唱
し
た
地
学
増
徴
案
で
あ
る
。
ハ
ー
ト
は
一
九
〇
五
年

一
月
、
日
露
開
戦
は
中
国
の
国
力
弱
体
に
も
起
因
す
る
と
し
、

自
強
に
は
練
兵
、
練
兵
に
は
器
餉
が
前
提
に
な
る
と
の
見
地
か

ら
、
全
耕
地
に
毎
畝
二
〇
〇
文
を
課
税
し
四
億
両
の
財
源
と
す

　
　
　
　
　
　
㊧

る
こ
と
を
提
案
し
た
。
こ
れ
に
強
硬
な
反
対
を
示
し
た
の
が
張

之
洞
で
あ
る
。
彼
は
毎
畝
二
百
文
は
実
質
的
に
税
額
倍
増
で
あ

り
農
民
の
抵
抗
は
必
至
で
あ
る
こ
と
、
測
量
経
費
が
千
余
万
両

も
見
込
ま
れ
そ
れ
自
体
か
ら
し
て
捻
出
不
能
で
結
局
得
吏
任
せ

に
な
る
こ
と
、
増
税
目
的
の
測
墨
は
祖
法
に
合
致
し
な
い
こ
と

を
そ
の
論
拠
と
し
て
い
る
。
農
業
国
中
国
の
最
も
基
本
的
生
産

手
段
た
る
耕
地
に
課
税
す
る
の
が
農
民
余
剰
の
確
実
な
徴
収
方

法
で
あ
る
と
の
ハ
ー
ト
の
原
則
的
発
想
一
そ
れ
は
債
権
国
側

の
期
待
と
も
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
が
一
－
は
、
徴
税

機
構
の
現
実
を
踏
ま
え
た
反
対
論
の
前
に
は
敗
退
す
る
し
か
な

14 （754）

か
っ
た
。
単
に
施
政
者
の
革
新
性
の
欠
如
に
帰
結
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
予
想
さ
れ
る
測
量
反
対
運
動
等
の
鎮
圧
も
含
め
た
徴
税
経
費
が
増
収

分
を
喰
い
尽
く
す
可
能
性
も
見
る
視
点
が
必
要
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
結
局
中
央
は
、
練
兵
処
章
程
発
布
当
日
の
方
針
の
如
く
各
省
の
州
県
田
賦
関
係
の
余
得
整
理
と
煙
酒
量
税
整
備
加
徴
に
よ
り
、
前
者
三
二
〇

万
両
後
老
六
四
〇
万
両
の
財
源
を
期
待
し
た
。
こ
れ
に
対
し
各
省
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
事
情
を
以
っ
て
中
央
の
財
源
指
定
を
拒
否
し
、
別
収
入
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を
以
て
充
て
る
。
湖
北
省
の
場
合
、
煙
霞
糖
税
三
〇
万
両
、
田
房
契
税
や
地
雷
整
理
二
〇
万
両
を
指
定
さ
れ
た
。
だ
が
前
者
は
二
〇
万
両
以
上

の
実
収
が
あ
る
も
の
の
元
来
続
英
独
借
款
の
宜
聖
意
厘
担
保
指
定
に
よ
る
空
白
を
補
填
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
以
上
の
増
税
は
商
人
の

子
口
半
税
仮
託
な
ど
の
事
態
を
呼
び
起
こ
し
か
え
っ
て
税
収
を
縮
小
さ
せ
か
ね
な
か
っ
た
。
ま
た
後
者
も
已
に
半
分
は
賠
償
金
、
半
分
は
塩
厘

補
順
に
充
て
て
お
り
、
戸
部
の
一
律
な
指
定
は
凡
そ
省
財
政
の
現
実
に
適
合
し
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
湖
北
省
は
戸
部
方
針
に
は
従
わ
ず
、
銅
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

鋳
造
差
益
五
〇
万
両
と
、
中
間
搾
取
整
理
と
冗
費
削
減
に
よ
る
三
万
両
の
計
五
三
万
両
を
自
主
的
に
練
兵
処
経
費
と
す
る
。
湖
北
の
み
な
ら
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

主
要
な
省
は
ほ
と
ん
ど
、
銅
元
余
利
を
充
当
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

　
各
省
が
特
殊
事
情
を
主
張
し
個
別
的
に
財
源
を
指
定
す
る
一
方
で
、
戸
部
が
練
兵
処
経
費
の
安
定
的
財
源
と
し
て
着
目
し
た
の
が
土
雨
量
で

あ
る
。
土
薬
課
税
は
そ
も
そ
も
の
管
理
の
面
か
ら
中
央
統
制
に
移
行
す
る
条
件
が
已
に
存
在
し
て
い
た
。
第
一
に
土
薬
は
全
国
的
な
流
通
圏
を

持
つ
。
第
二
に
地
域
間
の
税
制
不
統
一
は
脱
税
の
温
床
で
あ
る
こ
と
。
特
に
第
二
の
観
点
か
ら
、
湖
北
省
等
揚
子
江
流
域
で
は
既
に
四
二
統
掲

　
　
　
　
　
　
蓼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
禽

が
実
現
し
て
い
た
。
一
九
〇
四
年
末
坐
論
が
発
せ
ら
れ
、
湖
北
も
含
め
た
華
中
八
省
の
艶
薬
税
統
掴
の
方
針
が
下
り
翌
年
に
は
実
施
に
移
さ
れ

る
。
統
掲
に
よ
り
各
省
の
一
九
〇
四
年
分
収
入
を
各
省
の
定
額
収
入
と
し
て
固
定
し
、
以
後
そ
れ
以
上
の
余
剰
分
は
練
兵
処
経
費
と
さ
れ
る
こ

　
　
　
　
⑭

と
に
な
っ
た
。

　
こ
の
練
兵
処
経
費
聞
題
を
契
機
と
し
て
、
戸
部
は
再
び
各
省
財
政
へ
の
規
舗
強
化
を
図
る
。
一
九
〇
四
年
一
一
月
各
省
の
雑
搦
が
小
民
を
困

苦
に
陥
れ
て
い
る
と
し
て
主
要
財
源
以
外
の
雑
掲
を
禁
止
す
る
上
諭
を
発
し
、
ま
た
一
九
〇
六
年
二
月
戸
部
は
、
各
省
の
財
政
支
出
は
必
ず
予

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

め
戸
部
に
諮
る
よ
う
上
奏
す
る
。
そ
う
し
た
中
で
一
九
〇
五
年
以
後
の
全
国
的
な
銭
価
下
落
は
各
省
の
銅
元
鋳
造
差
益
を
減
少
さ
せ
、
そ
の
補

填
を
め
ぐ
っ
て
の
各
省
と
戸
部
の
対
立
を
激
化
さ
せ
る
。
銅
元
鋳
造
差
益
減
少
は
そ
れ
を
主
財
源
と
し
て
い
た
各
省
の
練
兵
処
経
費
の
送
金
を

滞
ら
せ
、
さ
ら
に
は
賠
償
金
分
担
も
危
く
さ
せ
た
。
対
し
て
戸
部
は
銅
元
鋳
造
差
益
を
指
定
し
た
こ
と
の
責
任
は
各
省
に
あ
る
と
し
て
送
金
延

滞
を
認
め
ず
、
各
省
は
已
む
を
得
ず
他
財
源
に
よ
る
補
塀
の
道
を
模
索
す
る
。
江
蘇
省
は
銭
価
下
落
に
対
応
さ
せ
て
地
了
毎
両
三
二
〇
〇
文
増

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴

徴
を
求
め
た
。
し
か
し
そ
れ
は
鋼
発
整
理
に
よ
る
墨
壷
維
持
の
先
行
を
主
張
す
る
戸
部
の
方
針
と
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
直
隷
省
は
鉄
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道
収
入
に
よ
る
代
替
を
期
待
し
た
が
認
め
ら
れ
ず
、
已
む
な
く
衷
世
凱
は
四
八
○
万
両
の
直
隷
省
公
債
の
発
行
と
い
う
手
段
を
取
る
こ
と
に
な

⑭る
。
二
〇
世
紀
初
期
の
農
産
物
輸
出
拡
大
の
結
果
生
じ
た
貨
幣
需
給
逼
迫
の
偶
然
的
落
し
子
で
あ
る
、
銅
元
鋳
造
差
益
に
よ
っ
て
隠
蔽
さ
れ
て

い
た
練
兵
処
経
費
拠
出
を
め
ぐ
る
中
央
と
省
の
矛
盾
は
、
こ
こ
に
露
呈
し
て
し
ま
っ
た
。

①
　
『
中
國
近
代
外
債
史
統
計
資
料
』
表
五
。

②
　
『
張
全
集
』
電
贋
五
一
「
致
西
安
行
在
軍
機
二
丁
雷
魚
制
台
」
光
緒
二
七
年
三

　
月
　
三
日
。

　
　
榊
人
私
意
、
零
星
羅
堀
整
頓
、
二
筋
必
遅
、
集
避
難
巨
、
無
二
賠
款
。

③
『
光
昼
酒
東
華
録
』
二
七
年
八
月
己
酉
。
戸
部
奏
。

④
同
右
。
二
七
年
一
一
月
己
丑
。
論
。

⑤
国
瓢
鐵
器
．
愚
●
ミ
ニ
℃
■
δ
9
ω
ぎ
唱
↓
担
ぎ
ω
冨
ロ
α
q
g
塵
隠
＆
H
。
訂
ロ
鱒

⑥
中
国
農
民
最
苦
地
丁
漕
糧
、
不
便
加
徴
、
不
如
尭
将
関
税
瞭
金
繋
駕
旧
有
比
数

　
項
入
款
、
頭
越
倍
徴
収
。

　
　
『
張
全
集
』
電
腰
五
｝
「
改
西
安
行
在
軍
機
処
江
南
劉
制
台
」
光
勲
二
七
年
三

　
月
；
百
。

⑦
　
若
不
男
簿
巨
款
、
惟
是
悉
索
旧
款
、
組
付
外
入
、
必
致
省
其
所
不
当
省
、
百
事

　
倶
廃
、
工
商
不
拡
、
学
校
不
増
、
京
飽
協
議
本
省
玉
茎
皆
無
所
出
、
兵
糧
全
無
、

　
大
乱
四
二
、
中
国
断
不
能
自
存
突
。

　
　
『
張
全
集
隔
電
腰
五
一
。
　
「
改
西
安
行
在
軍
機
処
江
駕
劉
制
台
済
南
日
晒
台
」

　
光
緒
二
七
年
三
月
二
六
目
。

⑧
こ
の
認
識
は
早
く
か
ら
見
ら
れ
る
。
『
張
全
集
』
奏
議
二
九
「
整
頓
土
薬
税
項

　
簿
二
様
法
摺
」
光
緒
＝
ハ
年
八
月
二
四
日
。

⑨
『
張
金
集
』
電
腰
五
七
「
致
江
留
劉
制
台
上
海
盛
大
臣
」
亜
門
二
八
年
五
月
二

　
六
日
。

⑩
『
張
全
集
』
電
願
三
八
○
「
致
総
署
戸
部
扁
光
緒
二
五
年
一
二
月
三
〇
日
。

⑪
『
張
全
集
』
電
讃
五
四
「
訳
解
州
雁
道
台
宜
昌
土
製
局
劉
道
台
」
光
緒
二
七
年

十
月
三
日
。

⑫
八
、
四
八
七
担
減
し
て
二
二
、
〇
九
八
担
に
な
っ
た
。
b
9
§
遅
ミ
肉
愚
ミ
㌃

　
一
り
8
1
＝
●
目
9
拶
昌
σ
q
や
b
o
刈
q
■

⑬
最
高
時
一
九
〇
八
年
に
は
五
一
、
八
二
七
担
。
同
右
。

⑭
『
張
全
集
』
電
腰
五
七
「
碧
羅
補
益
肩
台
」
光
点
二
八
年
二
月
九
日
。
電
懐
五

　
八
「
致
宜
昌
土
税
宋
道
台
」
光
緒
二
八
年
三
月
一
七
日
。

　
　
当
初
毎
毎
百
文
で
あ
っ
た
が
阿
片
商
の
反
対
に
よ
り
七
〇
文
に
減
じ
た
と
さ
れ

　
る
。
　
『
申
開
那
経
済
全
書
』
誼
剛
一
輯
八
｛
ハ
｛
ハ
頁
。

⑮
『
張
全
集
』
電
陵
五
八
「
致
嚢
陽
郵
守
鄭
陽
許
守
宜
畠
斉
守
施
南
額
堂
霜
融
婿

　
守
宜
都
県
欧
陽
令
宜
昌
土
税
局
量
道
台
老
河
口
土
税
局
揚
繭
注
俸
」
光
緒
二
八
年

　
三
月
｝
五
日
。

⑯
湖
北
武
漢
等
処
地
方
、
近
年
盛
行
二
種
彩
票
。

　
　
『
張
全
集
』
奏
議
五
五
「
試
辮
籔
摘
票
片
」
光
緒
二
七
年
一
二
月
二
日
。

⑰
『
張
全
集
』
公
厭
ゴ
　
三
「
批
漢
陽
府
稟
限
制
開
設
重
餅
」
光
緒
二
五
年
五
月
二

　
一
日
。

⑱
前
掲
「
試
辮
籔
摘
票
片
」

⑲
『
張
全
集
無
電
腰
五
八
「
致
武
鼻
梁
守
紅
白
余
守
黄
州
魁
守
徳
安
王
守
荊
州
舘

　
守
宜
昌
斉
守
安
陸
彰
守
襲
陽
那
守
白
田
許
守
施
南
額
角
荊
門
直
線
直
牧
」
光
緒
二

　
八
年
三
月
一
五
日
。

　
　
奏
議
五
六
「
酌
改
州
県
籔
掲
為
焙
款
掲
摺
」
光
緒
二
八
年
九
月
一
一
四
日
。

⑳
　
前
掲
拙
稿
参
照
。

⑳
銅
幣
暢
行
、
頗
有
頭
芋
、
去
年
派
遣
学
生
出
洋
、
及
興
建
各
学
堂
、
懸
増
購
兵
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清末湖北省財政の分権的展開（黒田）

　
械
各
鍾
款
、
大
鷺
取
給
於
此
。

　
　
『
張
全
集
』
奏
躁
加
糖
ハ
ニ
「
鰯
磯
擾
練
丘
ハ
的
款
摺
ご
光
絡
鍵
盤
○
年
七
月
一
六
日
。
か
晒

　
お
直
両
省
の
場
合
に
つ
い
て
亥
世
凱
の
殖
産
興
業
経
費
が
や
は
り
銅
元
鋳
造
差
益

　
か
ら
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
巴
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
渡
辺
淳
「
三
世
凱
政

　
権
の
経
済
的
基
鑑
一
北
洋
派
の
企
業
活
動
」
　
『
中
国
近
代
化
の
社
会
構
造
』
一
四

　
ニ
ー
三
頁
。

⑫
　
　
『
支
那
経
済
全
書
』
第
一
韓
四
八
七
頁
。
模
範
県
を
つ
く
っ
て
か
ら
他
県
に
見

　
習
わ
せ
る
よ
う
に
す
る
段
取
を
提
唱
し
て
い
る
。
清
朝
は
こ
の
ハ
ー
ト
案
に
対
す

　
る
意
見
を
各
督
撫
に
求
め
た
。
　
『
光
早
朝
東
華
銀
』
三
〇
年
正
月
庚
子
。
諭
。

⑱
　
多
く
の
省
の
田
賦
は
毎
品
数
十
文
か
ら
百
文
余
で
あ
り
、
蘇
松
太
杭
嘉
湖
等
の

　
数
府
の
み
丁
避
合
わ
せ
て
三
、
四
百
文
に
届
く
に
過
ぎ
な
い
と
の
認
識
に
基
づ
く
。

　
裳
世
凱
も
ハ
ー
ト
案
に
反
響
。
　
『
張
全
集
』
瀞
屯
…
韻
六
八
。
　
「
致
天
津
褒
官
保
江
密

　
魏
制
台
成
都
錫
制
台
広
州
李
制
台
濠
州
李
野
台
」
光
緒
三
〇
年
五
月
…
五
日
。

㊨
　
　
『
光
緒
朝
束
藥
録
』
二
九
年
一
一
月
丙
戌
。
諭
。
蕃
土
上
昇
、
銀
価
下
落
に
よ

　
り
銭
納
の
各
州
県
丁
漕
に
定
額
外
の
銅
貨
が
徴
収
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
編
に
し

　
て
い
る
。

＠
　
同
右
、
同
日
。
論
。

働
　
中
央
統
制
と
省
財
政
の
危
機

　
　
直
隷
省
が
煙
酒
税
で
八
○
万
両
微
収
し
て
い
る
実
績
を
踏
ま
え
て
い
る
。

⑳
　
　
『
張
全
集
』
噌
炎
艶
献
六
二
「
鰭
騨
鞭
蝦
練
丘
ハ
的
躰
杁
摺
…
」
光
鋸
粕
一
二
〇
年
七
日
川
一
六
羅
。

⑳
　
　
『
支
那
経
済
全
書
』
　
（
第
～
輯
六
二
一
～
二
九
頁
）
に
よ
る
と
、
五
四
五
万
両

　
幽
丁
二
～
○
万
常
凹
が
銅
駕
兀
鋳
造
差
益
。
汀
一
蘇
八
○
｝
力
湖
北
五
〇
万
蹴
研
汀
孝
心
○
万
湘
剛
南
四

　
二
〇
万
爾
。
　
『
光
緒
東
華
録
』
　
（
三
一
年
二
月
丙
辰
、
戸
部
奏
）
は
二
七
〇
万
両

　
と
し
て
い
る
。

⑱
　
湖
北
・
湖
南
・
江
西
・
安
徽
四
号
が
宜
昌
に
総
局
を
置
き
、
無
税
膏
摘
を
併
徴

　
し
た
。
　
『
湖
北
通
志
』
経
致
志
八
内
税
五
三
頁
。

⑳
　
『
光
緒
朝
東
華
録
』
三
〇
年
＝
月
壬
午
。
諭
。

⑳
光
綴
三
二
年
四
月
に
は
一
八
省
並
等
と
し
欝
欝
に
総
局
を
置
い
た
。
禁
煙
令
が

　
出
て
廃
止
さ
れ
る
ま
で
、
各
省
取
得
分
を
除
き
二
八
、
五
一
七
、
五
九
〇
爾
が
中

　
央
収
入
と
な
っ
た
。
　
『
湖
北
通
志
』
経
政
志
八
確
税
五
七
頁
。

⑳
『
光
緒
東
華
録
』
三
〇
年
十
月
丙
寅
。
諭
。

⑫
同
職
、
三
二
年
正
月
庚
辰
。
戸
部
奏
。

⑱
　
同
右
。
三
二
年
三
月
壬
午
。
周
醸
奏
。
四
月
辛
鉦
戸
部
奏
。

⑧
同
右
。
三
二
年
三
月
己
酉
。
嚢
世
凱
奏
。

　
他
藩
が
銅
元
鋳
造
差
益
急
減
に
よ
る
歳
入
減
に
悩
む
中
に
於
て
、
湖
北
省
は
や
や
異
な
る
様
相
を
示
し
た
。
江
漢
関
の
大
幅
出
超
現
象
に
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ら
れ
る
農
産
物
需
要
の
増
大
は
漢
口
に
於
け
る
銅
貨
相
場
を
、
下
落
し
つ
つ
も
な
お
鋳
造
差
益
を
保
証
す
る
高
さ
に
維
持
し
た
の
で
あ
る
。
張

之
洞
の
新
政
は
こ
の
条
件
の
下
続
行
さ
れ
る
。
近
代
的
軍
事
力
の
体
系
的
な
建
設
の
た
め
、
湖
北
海
軍
設
立
を
企
函
し
川
崎
造
船
か
ら
砲
鑑
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

隻
水
雷
艇
四
隻
の
購
買
を
契
約
し
、
新
軍
拡
大
再
生
産
の
た
め
漢
陽
兵
工
廠
拡
充
（
こ
の
全
属
的
位
置
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
先
の
土
薬
税
に
於
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

も
優
遇
措
置
を
獲
得
す
る
）
や
陸
軍
小
学
堂
開
設
に
力
を
注
ぐ
。
ま
た
か
ね
て
か
ら
の
方
針
に
沿
っ
て
漢
口
後
背
地
拡
大
の
た
め
の
諸
土
木
事
業
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⑥

に
も
と
り
か
か
る
。
漢
口
の
発
展
を
見
込
ん
で
の
先
行
投
資
で
あ
る
。
一
方
、
地
方
の
学
校
建
設
を
具
体
化
す
る
た
め
一
九
〇
五
年
か
つ
て
各

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

州
県
に
割
当
て
た
賠
款
摘
を
地
元
に
留
め
学
堂
摘
と
改
名
し
そ
の
費
用
と
さ
せ
て
い
る
。
全
て
財
政
規
模
拡
大
に
成
功
し
た
が
故
で
あ
る
。
財

政
的
優
位
は
行
政
的
優
位
に
つ
な
が
っ
た
。

　
だ
が
湖
北
省
の
相
対
的
優
位
性
は
清
朝
中
央
の
集
権
化
政
策
に
よ
る
統
制
の
目
標
と
な
る
。
中
央
の
湖
北
省
に
対
す
る
支
出
要
求
は
ま
す
ま

す
重
く
な
る
。
第
一
に
は
有
力
な
課
税
対
象
に
乏
し
い
財
政
劣
位
省
へ
の
直
納
の
拡
大
で
あ
る
。
湖
北
省
は
従
来
の
甘
鮪
・
准
餉
に
加
え
て
広

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

西
協
餉
年
八
万
両
（
の
ち
一
三
万
両
）
千
歯
辺
鮪
一
三
万
両
を
負
担
さ
せ
ら
れ
、
後
の
重
荷
と
な
る
。
第
二
に
湖
北
常
備
軍
を
抱
え
て
い
る
が
故

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
軍
事
支
出
要
請
で
あ
る
。
日
露
戦
争
中
は
首
都
防
備
の
た
め
の
出
費
を
し
い
ら
れ
、
表
4
に
あ
る
よ
う
に
年
二
一
万
両
の
支
出
を
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

続
い
て
広
西
省
一
帯
へ
の
治
安
維
持
軍
派
遣
に
よ
り
三
十
万
両
。
そ
し
て
直
三
新
軍
に
な
ら
っ
た
編
成
を
要
求
さ
れ
た
た
め
部
隊
を
増
強
せ
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ぼ
な
ら
ず
そ
の
費
用
は
六
十
万
両
を
越
え
た
。
さ
ら
に
陸
軍
部
主
導
に
よ
り
統
一
軍
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
る
た
め
河
南
省
等
で
合
同
軍
事
訓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

練
を
行
な
う
が
、
そ
の
た
め
に
八
十
万
両
を
一
度
に
費
や
し
て
し
ま
う
。
近
代
的
軍
事
体
系
の
建
設
を
理
由
に
独
自
財
源
創
出
と
そ
の
省
留
保

を
中
央
に
認
め
さ
せ
て
き
た
こ
と
の
反
作
用
で
あ
っ
た
。

　
一
九
〇
六
年
に
湖
北
省
財
政
の
優
位
性
を
崩
す
二
つ
の
方
針
が
中
央
か
ら
発
せ
ら
れ
る
。
一
つ
は
銅
元
鋳
造
に
対
す
る
財
政
処
か
ら
の
制
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

と
鋳
造
差
益
の
四
割
の
中
央
節
供
を
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
。
そ
し
て
一
つ
は
阿
片
の
禁
煙
禁
種
令
で
あ
る
。
政
務
処
の
禁
煙
章
程
十
箇
条
に
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

土
薬
課
税
の
存
立
そ
の
も
の
が
無
と
さ
れ
る
運
命
に
な
っ
た
。
二
大
収
入
の
減
少
に
よ
り
湖
北
省
は
二
百
万
両
余
の
赤
字
財
政
に
転
落
す
る
。

諸
業
務
の
継
続
を
は
か
る
磯
之
洞
は
借
款
の
や
む
無
き
に
至
ら
さ
れ
る
。
一
九
〇
六
年
七
月
善
後
局
が
横
浜
正
金
銀
行
漢
口
支
店
よ
り
四
十
万

⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

両
、
翌
年
九
月
に
官
銭
局
総
弁
高
松
如
を
借
受
人
と
し
て
同
じ
く
正
金
銀
行
よ
り
二
百
万
両
の
借
款
を
受
け
る
。
前
者
は
当
初
甘
口
の
道
路
修

築
工
事
費
用
だ
っ
た
の
が
砲
兵
下
灘
、
陸
軍
小
学
堂
拡
充
建
設
費
と
砲
艦
購
入
に
充
て
ら
れ
、
後
者
は
名
義
上
湖
北
織
布
四
局
経
費
と
さ
れ
た

が
現
実
に
は
四
局
民
間
払
い
下
げ
に
よ
る
六
十
万
両
償
還
の
ほ
か
は
兵
工
廠
拡
充
費
（
四
十
万
両
）
砲
艦
購
入
費
上
等
に
支
弁
さ
れ
た
。
毒
口
道

路
建
設
の
如
き
未
着
手
の
計
画
が
坐
折
さ
せ
ら
れ
、
計
画
実
施
中
の
新
政
事
業
の
補
填
に
回
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
日
本
側
か
ら
し
て
み
る
な
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ら
、
川
崎
造
船
が
受
け
る
欠
損
を
、
横
浜
正
金
に
命
じ
て
砲
鑑
建
造
費
支
払
い
を
繰
り
延
べ
に
す
る
こ
と
で
保
証
し
て
や
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
外
部
資
金
導
入
に
よ
り
一
時
的
に
財
政
均
衡
を
園
復
し
て
張
之
洞
は
中
央
へ
軍
機
大
臣
と
し
て
転
任
す
る
が
、
財
政
危
機
は
残
り
、
新
政
業

務
に
支
障
を
き
た
し
は
じ
め
る
。
張
之
洞
以
後
の
総
督
は
、
財
政
状
況
の
相
対
的
優
位
の
故
に
担
わ
さ
れ
た
過
重
負
担
の
清
算
を
企
還
し
、
省

問
互
助
を
は
か
る
中
央
の
財
政
当
局
と
の
問
の
政
策
的
対
立
を
生
じ
さ
せ
る
。

　
財
政
改
善
を
緊
急
課
題
と
す
る
湖
北
省
政
府
は
、
過
重
負
担
と
な
っ
て
い
る
協
餉
の
削
減
と
土
薬
課
税
の
確
保
を
運
動
す
る
。
舞
殿
の
中
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

特
に
問
題
と
な
っ
た
の
は
広
西
協
餉
で
あ
る
。
反
乱
鎮
圧
の
た
め
の
軍
事
費
捻
出
に
苦
し
む
広
西
省
に
と
っ
て
広
西
昼
餉
は
頼
の
綱
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

一
九
〇
八
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
再
三
総
督
陳
礎
龍
が
黒
髭
停
止
と
前
年
度
分
残
金
八
万
両
の
免
除
を
上
奏
す
る
。
ま
た
土
塁
課
税
は
胃
薬
税

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藪

統
掲
後
認
め
ら
れ
て
い
た
年
～
二
〇
万
両
送
金
が
八
四
万
両
に
減
じ
ら
れ
さ
ら
に
そ
れ
す
ら
危
く
な
っ
て
く
る
。
禁
煙
令
に
よ
り
宜
昌
通
無
量

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
激
減
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
突
然
の
減
収
は
各
省
の
財
政
収
支
を
悪
化
さ
せ
る
の
で
、
土
薬
量
税
大
臣
の
樹
汐
時
ま
で
が
各
省
の
七
難
乗
撤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

廃
を
ゆ
る
め
て
省
財
政
維
持
を
は
か
る
案
を
呈
し
度
支
部
（
旧
戸
部
）
と
争
う
。
度
支
部
は
代
替
財
源
と
し
て
印
紙
税
を
充
て
る
方
針
を
出
す
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

確
実
な
保
証
は
な
い
に
等
し
く
、
結
局
全
国
一
律
の
毎
斤
四
文
の
塩
税
増
税
を
提
示
す
る
。
園
産
阿
片
は
そ
の
商
品
と
し
て
の
高
い
収
益
性
の

故
に
急
激
な
財
政
膨
張
の
た
め
の
重
要
課
税
対
象
と
さ
れ
、
財
政
規
模
が
賠
償
金
負
担
と
新
軍
創
設
に
見
合
っ
た
高
原
水
準
に
達
す
る
と
、
今

度
は
そ
の
禁
絶
を
理
由
と
し
て
よ
り
堅
実
だ
が
大
衆
魚
税
的
な
消
費
税
一
塩
税
に
代
位
さ
れ
て
一
度
姿
を
消
す
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
湖
北
省
は
な
お
も
特
殊
事
情
を
か
ざ
し
土
薬
税
確
保
を
迫
る
が
、
度
支
部
は
一
切
耳
を
貸
さ
ず
、
広
西
協
餉
停
止
要
求
も
拒
否
す
る
。
湖
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

省
は
一
九
〇
八
年
八
月
陸
軍
秋
季
演
習
経
費
捻
出
の
た
め
煙
酒
糖
税
を
担
保
に
横
浜
正
金
よ
り
借
款
を
受
け
、
続
い
て
已
む
な
く
一
九
〇
九
年

十
月
一
一
日
陳
嘆
龍
は
財
政
改
革
案
「
善
後
局
収
音
公
用
篶
華
客
法
花
」
を
上
奏
す
る
に
至
る
。
そ
れ
を
要
約
す
る
と

　
　
湖
北
省
は
二
十
年
来
各
種
実
業
を
お
こ
し
新
政
挙
行
に
つ
と
め
て
き
た
が
、
そ
の
た
め
の
経
費
は
膨
大
で
、
善
後
局
は
年
七
八
十
万
両
の
赤
字
を
出
し
、

　
借
款
額
は
民
闇
に
三
百
万
両
以
上
、
公
帥
機
関
に
百
八
十
万
両
の
多
き
に
達
し
て
い
る
。
最
近
の
財
政
不
均
衡
拡
大
の
要
因
は
八
点
。

　
　
一
、
善
後
局
導
入
は
塩
厘
・
捨
金
・
菰
酒
糖
税
等
の
銅
銭
徴
収
の
税
に
頼
り
歳
入
四
百
万
串
を
越
え
る
が
、
銭
轡
下
落
は
銀
建
収
入
を
減
少
さ
せ
て
て
し
ま
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っ
て
い
る
。

二
、
土
薬
税
収
入
減
少
。

三
、
銅
元
鋳
造
差
益
の
停
鋳
指
令
に
よ
る
減
収
。
以
上
歳
入
減
。

四
、
湖
北
常
備
軍
改
編
経
費
（
一
九
〇
六
年
）
六
十
万
両
以
上
。

五
、
陸
軍
小
学
堂
新
設
と
巡
防
隊
改
編
。
年
二
十
万
両
以
上
。

六
、
借
款
三
百
万
両
の
八
分
利
息
。
年
二
四
万
両
。

七
、
河
南
・
安
徽
省
で
の
二
回
の
秋
季
陸
軍
大
演
習
経
費
。
百
五
六
十
万
両
。

八
、
陸
軍
八
軍
馬
砲
隊
営
房
建
設
。
七
五
万
両
以
上
。
以
上
三
百
万
両
以
上
の
収
入
減
と
百
万
両
以
上
の
経
費
増
。

不
均
衡
是
正
策
と
し
て
三
点
。

一
、
湖
北
省
に
要
求
さ
れ
て
い
る
陸
軍
二
一
混
成
協
経
費
を
し
ば
ら
く
度
支
部
支
出
と
す
る
。

二
、
布
政
司
四
十
万
両
江
漢
関
三
十
万
両
を
供
出
し
宮
全
局
に
預
け
宮
銭
局
よ
り
善
後
局
に
貸
し
出
す
。

三
、
二
百
四
十
万
両
の
湖
北
省
公
債
募
集
。

二
百
万
両
余
の
臨
時
支
出
。
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注
目
す
べ
き
は
収
入
減
の
一
で
あ
る
。
銅
元
鋳
造
差
益
と
い
う
租
税
外
収
入
の
必
然
的
結
果
と
し
て
の
銅
貨
相
場
下
落
が
主
た
る
租
税
収
入

を
減
少
さ
せ
る
と
い
う
デ
ィ
レ
ン
マ
に
陥
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
一
九
〇
七
年
以
降
湖
北
省
の
銅
貨
相
場
下
落
は
そ
の
度
を
増
す
が
手
稿
の

如
く
そ
れ
は
碧
玉
の
農
産
物
輸
出
を
促
す
役
割
を
果
た
す
。
銀
銭
二
重
根
場
に
よ
り
加
速
さ
れ
た
流
通
拡
大
は
、
そ
の
同
じ
二
重
相
場
の
故
に

税
収
増
へ
と
直
接
に
は
結
び
つ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
さ
て
陳
の
是
正
案
に
対
し
度
支
部
は
一
の
二
一
協
度
支
部
負
担
案
に
つ
い
て
は
一
蹴
し
二
、
三
に
つ
い
て
は
賠
償
金
分
担
、
京
協
各
餉
に
危

害
を
与
え
な
い
限
り
と
い
う
条
件
を
つ
け
事
実
上
放
任
し
た
。
中
央
政
府
の
独
自
財
源
を
傷
つ
け
た
り
す
る
事
態
や
省
が
独
自
財
源
を
広
げ
る

の
は
極
力
避
け
る
が
、
省
政
府
が
責
任
を
と
る
形
で
の
借
入
等
は
容
認
す
る
の
が
清
朝
中
央
の
一
貫
し
た
方
針
で
あ
っ
た
。
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こ
の
改
革
案
と
は
別
に
湖
北
省
政
府
が
財
政
再
建
の
切
り
札
と
し
て
い
た
の
が
、
漢
口
の
後
背
地
後
湖
開
発
事
業
に
よ
る
一
種
の
事
業
収
入

で
あ
っ
た
。
京
漢
鉄
道
開
通
痛
ま
す
ま
す
中
継
貿
易
港
と
し
て
の
重
要
性
を
増
し
て
き
た
漢
語
の
市
街
地
を
拡
大
し
そ
の
地
価
上
昇
分
を
契
税

を
通
じ
て
取
得
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
計
画
は
答
案
洞
が
已
に
持
っ
て
い
た
が
、
陳
塵
龍
に
な
っ
て
後
湖
清
丈
局
が
設
置
さ
れ

　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

本
格
化
す
る
。
道
路
建
設
だ
け
で
も
百
万
両
の
支
出
が
見
こ
ま
れ
る
大
規
模
な
土
木
事
業
で
あ
る
。
陳
は
横
浜
正
金
に
借
款
を
依
頼
す
る
。
工

表6　　江漢闘1907年春翼封収支表

82，000両

51，250

81，500

6，150

2，eoo

222，900

114，693

59，000

164，693

12，000

49，228

　　7，469

83，530

50，000

　　2，137

591，957両

支　出

　京　　　　餉

　東北辺出費
　簿備　餉需
　歩軍統領衙門経費

　翰林院実学経費

　　　　　小計
賠償金借款返済

宜昌塩厘補填
　　　　　小計
郵政推進経費

出使経費
税務処・総税務司送金

海関経費
本省兵餉
　　他
総　　計

収　入

　輸　　入　　税

　再　輸　入　税

輸　　出　　税

　　　　他

135，610両

23，219

411，365

81，7ti4

　総　　　　　 言十　　　　　　　651，838両

『政治官報』光緒34年7月9日
278号　「断ミ奏上漢匡ヨ187糸吉華洋税

紗収支摺」より。送金経費は各
支出項Hに算入。

事
落
成
の
際
は
三
百
万
尚
の
収
益
を
生
む
と
の
観
測
か
ら
在
一
口
日
本
領
事
も
確

実
な
借
款
と
し
て
小
村
外
相
に
報
告
し
て
い
る
。
し
か
し
日
本
政
府
は
外
交
上
の

　
　
　
　
　
　
⑭

必
要
な
し
と
判
断
。
事
業
は
継
続
さ
れ
る
が
一
挙
に
新
た
な
財
源
を
取
得
す
る
希

望
は
泡
と
消
え
た
。

　
改
革
案
の
目
玉
と
な
っ
た
公
債
募
集
も
思
う
よ
う
に
は
進
ま
ぬ
中
、
年
六
百
万

両
以
上
に
膨
張
し
た
軍
事
費
に
加
え
、
憲
政
準
備
の
中
央
方
針
施
行
の
た
め
の
経

　
　
　
　
　
　
　
⑯

費
支
出
を
迫
ら
れ
る
。
万
策
つ
き
て
最
後
に
と
っ
た
の
は
旧
行
政
機
構
改
革
に
伴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

う
冗
員
冗
費
削
減
で
あ
り
、
急
場
を
救
っ
た
の
は
貸
し
倒
れ
に
な
る
こ
と
を
恐
れ

た
債
権
国
が
東
方
灘
理
・
徳
華
・
三
豊
・
花
旗
四
国
銀
行
団
を
結
成
し
負
債
整
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
た
め
に
与
え
た
二
百
万
両
借
款
で
あ
っ
た
。
武
昌
起
義
突
入
は
債
務
処
理
問
題

を
更
に
複
雑
に
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
湖
北
省
政
府
の
財
政
状
況
を
概
観
し
て
き
た
。
そ
こ
で
疑
問
と
な
る
の
は

貿
易
拡
大
に
よ
る
江
漢
関
の
関
税
収
入
は
湖
北
省
財
政
に
寄
与
し
な
か
っ
た
の
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
漢
口
へ
の
直
輸
入
が
増
加
し
た
こ
と
も
あ
り
江

漢
関
の
総
税
収
は
上
昇
線
を
た
ど
っ
て
い
る
。
庚
子
賠
款
分
担
開
始
の
一
九
〇
二
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年
と
比
べ
一
九
一
〇
年
は
約
百
万
両
の
税
収
増
を
示
し
て
い
る
。
江
漢
関
の
収
支
構
造
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
。
表
6
は
一
九
〇
七
年

四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
江
漢
関
収
支
表
で
あ
る
。
総
収
入
六
五
万
両
。
支
出
費
目
は
賠
償
金
負
担
一
一
万
、
宜
昌
塩
厘
補
助
五
万
、
京
餉
八
万
、

額
外
京
餉
（
ほ
と
ん
ど
軍
事
要
求
）
一
四
万
。
以
上
の
輸
送
経
費
八
千
両
。
六
割
強
が
賠
償
金
分
担
と
中
央
送
金
に
充
て
ら
れ
、
湖
北
省
政
府
の
独

自
財
源
に
組
み
込
ま
れ
る
の
は
本
省
兵
餉
五
万
両
ぐ
ら
い
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
江
漢
関
関
税
・
宜
昌
野
鼠
と
い
う
二
大
財
源
は
賠
償
金
と
中
央
へ
の
軍
事
費
送
金
に
大
勢
と
し
て
従
属
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
か
っ
た
。
省

政
府
は
新
政
諸
経
費
と
賠
償
金
分
担
の
た
め
、
省
を
流
通
範
囲
と
す
る
諸
消
費
税
や
通
過
税
、
都
市
型
直
接
税
・
租
税
外
収
入
に
依
拠
す
る
し

が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
税
収
の
機
能
的
三
分
割
の
傾
向
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
省
内
に
於
て
は
次
章
で
述
べ
る
如
く
州
県
新
政
業
務
の
自
立
自
助
方

式
が
進
行
し
、
直
接
税
附
加
一
州
県
財
政
、
通
過
税
・
消
費
税
1
一
省
財
政
と
い
う
税
区
分
が
明
確
に
な
っ
て
ゆ
く
。
関
税
・
塩
税
が
中
央
政
府

に
吸
引
さ
れ
る
方
向
は
南
京
国
民
政
府
財
政
ま
で
続
く
基
本
線
で
あ
る
。
た
だ
関
税
自
主
権
欠
如
の
状
況
に
於
て
は
多
額
の
租
税
外
収
入
も
併

せ
も
つ
省
財
政
が
最
も
経
費
膨
張
に
対
応
で
き
る
弾
力
的
構
造
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。

①
　
一
九
〇
八
年
、
適
期
一
八
一
枚
1
1
庫
平
銀
一
両
の
比
率
に
ま
で
低
落
し
な
が
ら

　
も
な
お
同
年
の
湖
北
造
幣
分
廠
（
旧
銀
元
局
・
銅
元
局
）
の
鋳
造
差
益
は
六
七
万

　
両
強
を
数
え
て
い
た
。
　
『
政
治
官
報
』
宣
撫
二
年
六
月
一
六
日
八
○
尋
「
度
支
部

　
奏
核
鋪
湖
北
造
幣
分
轄
平
緒
三
匹
年
分
全
年
立
銭
収
支
数
目
摺
併
単
」
。

②
　
砲
鑑
～
隻
潤
五
五
千
元
、
二
等
水
雷
艇
一
隻
三
〇
〇
還
元
、
計
三
九
三
万
元
。

　
『
支
那
四
総
済
全
堂
］
』
第
一
輯
轟
ハ
一
一
ニ
ー
一
陽
口
幅
。

③
『
張
全
集
』
奏
議
六
三
「
請
留
膏
睡
余
款
添
製
軍
機
摺
磁
壁
緒
三
十
年
目
月
一

　
七
日
。
八
十
万
両
の
経
費
は
土
膏
統
絹
三
十
万
両
、
銅
一
7
5
鋳
造
差
益
三
十
万
爾
、

　
簿
防
摘
二
十
万
両
で
ま
か
な
う
予
定
で
あ
っ
た
。
　
『
張
全
集
』
公
購
…
三
二
「
批
槍

　
同
局
帯
出
擬
添
機
加
製
三
法
」
光
緒
三
十
年
五
月
九
臼
。

④
　
湖
北
省
の
定
額
分
以
上
の
税
収
は
兵
工
廠
経
費
に
充
当
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ

　
　
前
掲
「
請
留
膏
揖
余
里
門
製
軍
機
摺
」
。
『
光
緒
朝
東
華
録
』
三
一
年
三
月
丙

　
子
。
財
政
難
戸
部
奏
。

⑥
『
張
全
集
』
奏
議
七
一
「
上
卿
小
学
変
通
部
章
程
偏
光
緒
三
三
年
七
月
二
八
日
。

⑥
漢
口
の
郊
外
、
漢
薬
が
長
江
に
達
す
る
地
域
に
大
規
模
な
堤
防
を
築
い
た
。
二

　
万
五
千
人
掛
労
働
力
を
以
て
匹
ケ
月
を
費
し
、
年
々
の
水
害
を
防
い
だ
。
　
『
通
商

　
奨
纂
』
明
治
三
九
年
四
号
「
漢
口
三
八
年
前
半
期
貿
易
」
。

⑦
『
張
全
集
議
奏
議
六
五
「
改
州
県
賠
款
携
為
学
堂
絹
留
辮
本
地
学
務
摺
」
光
緒

　
三
一
年
＝
～
月
二
日
。

⑧
前
掲
「
舗
款
練
兵
的
款
摺
」
。

⑨
　
「
致
外
務
部
戸
部
天
津
嚢
宮
保
止
宿
端
制
台
…
…
」
　
（
光
緒
三
十
年
十
月
一
七

　
日
『
張
金
集
』
電
導
七
十
）
に
は
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清末湖北省財政の分権的展開（黒田）

　
　
至
防
衛
京
畿
予
輩
元
機
軍
納
、
将
及
三
十
万
。
と
あ
る
。

⑩
前
掲
「
簿
款
練
兵
的
款
摺
」
。

⑪
・
⑫
　
『
張
全
集
』
電
通
七
六
「
致
練
兵
処
」
光
緒
警
　
年
八
月
二
三
臼
。

⑬
　
湖
南
銅
元
局
を
湖
北
に
吸
収
さ
せ
る
な
ど
全
國
の
鋼
元
鋳
造
処
を
九
十
に
制
限

　
し
、
鋳
造
差
益
四
割
は
練
兵
処
経
費
に
充
て
る
こ
と
と
な
っ
た
。
　
『
光
緒
朝
爽
華

　
録
』
一
壬
一
年
七
月
甲
子
。
財
政
処
戸
部
奏
。

⑭
　
『
光
緒
朝
東
華
録
』
三
二
年
八
月
無
職
。
諭
。
十
月
戊
賓
。
政
務
処
奏
。

⑮
前
掲
「
致
練
兵
処
」
。

⑯
・
⑰
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
外
務
省
記
録
一
一
七
…
一
一
五
『
対
支
借
款
関

　
係
雑
件
』
五
湖
北
省
ノ
部
、
㈲
善
後
局
対
横
浜
正
金
銀
行
、
㈲
窟
銭
局
対
横
浜
正

　
金
銀
行
。
徐
義
生
編
『
中
国
近
代
外
債
史
統
計
資
料
』
四
〇
1
一
頁
。

⑯
　
　
「
匪
乱
」
対
趾
智
見
・
事
費
に
費
さ
れ
た
。
『
支
那
経
溶
桝
全
芽
出
』
鐵
二
輯
六
二
二
頁
。

　
『
政
治
官
報
』
宣
誓
元
年
二
月
一
二
日
四
八
一
号
「
度
支
部
奏
議
覆
郷
督
奏
広
西

　
協
餉
男
行
改
擾
碍
難
照
准
摺
」
。

⑲
光
緒
三
十
四
年
四
月
、
一
二
月
、
宣
統
元
年
四
月
の
三
度
に
わ
た
り
上
奏
し
て

　
い
る
。
　
『
政
治
嘗
報
』
宜
統
元
年
六
月
二
二
日
六
三
八
号
「
度
支
部
奏
霜
覆
郷
督

　
奏
請
停
解
広
西
辺
餉
丼
塁
上
年
高
餉
免
其
補
解
均
難
痛
痒
摺
」
。
新
興
経
費
捻
出

　
を
協
銅
に
頼
る
広
西
巡
冥
鑑
鳴
岐
の
送
金
催
促
を
受
け
て
、
湖
北
省
は
、
張
之
洞

　
総
督
時
に
は
点
薬
税
・
銅
元
鋳
造
差
益
に
よ
り
省
の
財
政
状
況
が
好
く
か
つ
「
暫

　
時
済
急
之
需
」
と
し
て
送
金
を
認
め
た
の
で
あ
り
、
財
政
状
況
悪
化
の
今
日
送
金

　
を
続
け
る
条
件
は
な
い
と
し
て
、
度
支
部
が
別
に
財
源
を
充
当
す
る
か
広
西
省
が

　
自
弁
す
る
か
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
譲
ら
な
か
っ
た
。
　
『
政
治
官
報
』
宣
統
元
年

　
四
月
二
九
日
五
八
六
号
「
湖
広
総
督
陳
肇
龍
奏
請
将
擾
解
欠
解
広
西
辺
鮪
即
行
停

　
止
片
」
。

⑳
宣
統
元
年
九
月
以
降
は
毎
月
一
万
或
い
は
二
万
両
に
落
ち
、
さ
ら
に
は
年
一
二

　
万
両
に
も
及
ば
な
く
な
る
。
　
『
湖
北
財
政
説
述
書
』
一
三
頁
。

⑳
一
九
〇
入
年
通
関
量
は
五
一
、
八
二
七
担
で
あ
っ
た
が
一
九
一
〇
年
に
は
二
入
、

　
五
三
〇
担
、
そ
し
て
一
九
一
一
年
は
八
〇
一
担
に
ま
で
下
落
し
た
。
b
鴨
§
軸
ミ
ミ

　
霜
§
ミ
童
一
8
卜
。
ム
一
’
目
9
ρ
コ
α
Q
．
勺
込
δ
お
■

㊧
　
『
政
治
官
報
隔
光
緒
三
四
年
二
月
二
十
日
一
四
五
号
「
度
支
部
八
四
督
辮
各
省

　
土
量
主
税
大
鑑
何
奏
税
局
営
為
裁
星
歴
定
章
程
摺
」
。

⑳
『
政
治
官
報
』
光
緒
三
四
年
三
月
二
四
臼
一
七
五
号
「
度
支
部
奏
遵
議
印
花
税

　
辮
法
擬
請
勿
照
奏
定
章
程
試
辮
摺
」
。

⑳
毎
斤
四
文
を
全
国
一
律
に
増
税
し
、
四
五
百
万
両
の
増
収
を
見
こ
ん
だ
。
半
分

　
は
練
兵
処
経
費
に
、
半
分
は
省
経
費
に
充
て
る
こ
と
に
し
た
。
　
『
政
治
官
報
』
光

　
免
職
　
二
四
年
山
ハ
月
｛
七
日
二
四
七
閏
写
「
｛
皮
支
部
爽
酷
智
慧
那
単
価
抵
補
躍
楽
耐
祝
摺
…
」
。

⑮
　
度
支
部
の
立
場
は
一
貫
し
て
湖
北
省
は
簸
掲
・
鋼
元
鋳
造
差
益
が
少
な
く
な
い

　
の
で
補
填
で
き
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
『
致
治
官
報
』
宣
統
元
年
二
月
一
臼
四

　
七
〇
号
「
度
支
部
奏
議
覆
郷
自
評
湖
北
土
税
勿
総
裏
月
擾
解
並
将
溢
擾
各
款
開
除

　
摺
」
）
。
陳
藝
龍
は
兵
工
廠
・
鋼
薬
廠
の
赤
字
状
況
を
訴
え
土
管
税
に
代
わ
る
財
源

　
を
度
支
部
に
対
し
要
求
す
る
（
『
政
治
宜
報
』
宣
統
元
年
九
月
二
八
日
七
三
三
号
）
。

　
し
か
し
度
支
部
は
一
年
に
限
り
度
支
部
に
送
金
さ
れ
た
土
薬
税
か
ら
二
十
万
両
の

　
み
支
出
を
認
め
、
以
後
両
工
場
は
湖
北
省
自
弁
の
位
置
づ
け
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
『
政
治
官
報
』
宣
統
元
年
一
一
月
八
日
七
七
　
二
号
「
度
支
部
会
奏
遵
議
湖
北
兵
工

　
鋼
留
滞
加
媛
土
税
款
項
無
着
男
行
指
擾
的
墨
摺
」
。

⑳
　
前
掲
「
度
支
部
奏
議
覆
郷
督
奏
請
停
解
広
西
辺
鮪
丼
将
上
置
欠
罷
免
其
補
解
均

　
難
照
巨
樹
」
。

⑳
　
　
「
仏
国
銀
行
」
と
交
渉
が
ま
と
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
の
を
、
張
之
洞
が
命
令
し
て

　
横
浜
正
金
に
変
更
さ
せ
た
と
さ
れ
る
。
演
習
需
要
品
は
で
き
る
だ
け
三
井
物
産
に

　
注
文
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
前
掲
『
対
支
借
款
関
係
雑
件
』
五
湖
北
省
ノ
部
、

　
㈲
善
後
局
対
横
浜
正
金
銀
行
。

⑳
　
『
政
治
官
報
隠
宣
言
元
年
八
月
二
八
四
七
〇
三
号
。

⑳
）
　
『
政
治
官
報
』
閏
統
元
年
九
舟
二
十
日
七
二
五
号
「
度
支
都
会
前
議
四
郷
督
奏

　
湖
北
善
後
局
部
不
敷
面
擬
辮
墨
摺
」
。
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⑳
　
　
『
政
治
官
報
』
宣
旨
元
年
九
月
二
三
日
七
二
八
号
。
　
「
度
支
部
嚢
議
覆
郷
督
奏

　
湖
北
財
政
援
案
諮
試
辮
公
俵
票
摺
」
。

⑪
　
　
『
政
治
宮
報
』
宣
統
元
年
一
一
月
四
日
七
六
九
号
。
　
「
陳
蔓
耀
奏
設
立
後
湖
清

　
文
局
請
莇
部
立
案
摺
」
。

⑫
　
　
『
政
治
官
報
』
宣
統
光
年
一
一
月
三
日
七
六
八
号
。
　
「
陳
饗
龍
奏
辮
漢
口
後
湖

　
馬
路
情
形
摺
」
。

⑳
・
⑭
　
前
掲
外
務
省
記
録
『
対
支
借
款
関
係
雑
件
』
五
湖
北
省
ノ
部
、
㈲
善
後
局

　
借
款
申
出
。

⑳
　
光
緒
三
四
年
の
湖
北
省
政
府
財
政
は
歳
入
｝
六
〇
〇
万
両
余
、
歳
出
一
八
○
○

　
万
両
余
と
さ
れ
、
支
出
費
目
中
軍
事
費
が
六
百
万
両
以
上
を
占
め
た
と
中
央
に
報

　
告
さ
れ
て
い
る
。
以
後
に
つ
い
て
も
憲
政
準
備
の
た
め
の
経
費
（
審
判
庁
建
設
等
）

　
や
湖
北
海
軍
経
費
六
十
万
両
の
支
出
が
予
想
さ
れ
悪
化
す
る
可
能
性
が
述
べ
ら
れ

　
て
い
る
。
　
『
政
治
官
報
』
宣
下
元
年
～
二
月
二
七
日
「
護
理
湖
広
総
督
楊
文
鼎
奏

　
上
年
財
政
報
告
冊
表
清
理
完
竣
情
形
摺
」
。

⑯
　
　
『
嵩
以
払
帽
官
報
』
幽
几
痴
者
甥
一
年
｛
ハ
月
一
一
口
H
一
ゴ
＝
ゴ
　
号
。
　
「
…
糊
広
総
督
瑞
漏
似
合
火
一
二
年

　
歳
出
予
算
不
敷
切
実
核
減
摺
」
。

＠
　
『
中
圏
近
代
外
債
史
統
計
資
料
』
五
ニ
ー
三
頁
。
湖
北
省
は
横
浜
正
金
に
借
款

　
整
理
の
た
め
の
低
利
長
期
借
款
二
百
万
両
を
申
出
て
い
た
が
、
日
本
側
は
担
保
不

　
安
な
ど
の
た
め
断
わ
っ
て
い
た
。
前
掲
外
務
省
記
録
㈲
布
政
使
借
款
申
出
、
㈲
度

　
支
公
所
借
款
申
出
。

⑳
　
　
一
九
〇
二
年
は
二
、
　
一
州
ゴ
一
、
〇
四
ゴ
～
海
関
一
両
。
　
一
九
一
〇
な
十
は
一
　
一
、
一
二
六
、

　
九
三
四
海
関
両
。
霜
婁
ミ
嵩
ミ
燃
ミ
§
§
乱
馬
丁
翫
馬
脚
竜
ミ
盆
お
O
b
。
b
H
り
H
ド

　
鎖
P
5
一
（
O
固
く
．
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四
　
省
財
政
と
剛
県
行
政

　
庚
子
賠
償
金
借
款
分
担
以
前
に
於
て
は
、
省
政
府
の
州
県
財
政
へ
の
関
心
は
も
っ
ぱ
ら
支
出
費
目
と
そ
の
財
源
の
確
定
に
中
心
が
あ
っ
た
。

徴
税
機
関
の
中
閥
搾
取
の
機
会
縮
小
を
狙
っ
た
の
で
あ
る
。
一
八
九
九
年
張
之
洞
は
辺
境
の
鄭
陽
・
宜
昌
・
施
南
三
里
に
対
し
、
各
府
が
所
属

の
県
か
ら
公
務
執
行
経
費
と
諸
た
の
心
付
け
、
虚
礼
費
を
取
得
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、
毎
年
公
費
三
千
両
、
心
付
け
五
百
両
に
固
定
し
土
薬
餌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

局
等
の
経
費
か
ら
賄
う
よ
う
に
し
た
。
懸
案
の
厘
金
局
の
中
間
搾
取
防
止
も
、
従
来
の
人
材
重
視
主
義
に
加
え
て
あ
い
ま
い
な
費
目
を
な
く
す

方
向
に
向
か
わ
せ
つ
つ
あ
っ
た
。
当
時
厘
雫
が
独
自
に
所
在
地
方
の
土
木
事
業
の
経
費
を
負
担
し
省
に
は
虚
数
を
報
告
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

一
八
九
二
年
こ
れ
を
禁
止
し
善
後
局
の
許
可
制
に
す
る
。
ま
た
契
税
を
整
理
し
た
こ
と
も
こ
の
施
策
の
一
環
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
脊
吏
任
せ
で

放
任
し
て
い
た
重
税
徴
収
を
、
布
政
司
善
後
局
発
行
の
三
連
単
を
給
し
、
通
し
番
号
を
付
け
さ
せ
る
体
制
に
す
る
。
あ
く
ま
で
地
元
の
「
公
正

紳
士
」
に
委
託
す
る
な
ど
現
実
的
な
柔
軟
さ
を
持
た
せ
つ
つ
も
、
旧
契
に
よ
る
も
の
は
裁
判
の
証
拠
に
し
な
い
と
す
る
手
段
に
訴
え
、
中
間
搾



清末湖北省財政の分権的展開（黒圏）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

取
の
餌
食
だ
っ
た
契
税
を
公
財
政
に
引
き
入
れ
た
。
こ
う
し
た
方
針
は
辛
亥
革
命
ま
で
一
貫
し
て
進
め
ら
れ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。

　
一
九
〇
二
年
の
賠
款
掲
割
当
て
は
省
の
州
県
へ
の
統
制
の
画
期
と
な
る
。
表
2
に
見
ら
れ
る
諸
課
税
は
雑
然
と
並
列
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な

い
。
当
初
は
籔
摘
と
丁
寧
・
空
士
・
舗
摺
の
二
本
立
に
な
っ
て
い
た
。
善
後
局
に
籔
掴
所
を
設
け
宝
く
じ
を
大
中
小
県
の
三
段
階
で
各
県
に
割

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

り
当
て
、
そ
の
不
売
残
高
を
諸
税
で
賄
う
方
式
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
漢
口
触
は
別
と
し
て
各
州
県
で
の
籔
掲
の
売
れ
行
き
は
鈍
く
、

問
も
な
く
籔
摘
割
当
は
停
止
さ
れ
る
。
そ
の
代
替
と
し
て
各
州
県
の
事
情
に
舎
わ
せ
て
賠
償
金
負
担
財
源
を
地
元
に
決
め
さ
せ
る
方
針
を
取
っ

⑥た
。
　
「
紳
民
」
が
納
税
し
易
い
方
法
を
そ
の
手
で
選
択
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
各
県
は
田
鰻
附
加
・
串
票
摘
を
主
と
し
、
そ
の
他
契
税
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

舗
掲
を
以
て
賠
款
掲
と
す
る
。
そ
も
そ
も
張
之
洞
が
三
遠
を
並
行
さ
せ
た
の
は
、
農
罠
へ
の
直
接
課
税
を
避
け
る
意
図
が
あ
っ
た
。
だ
が
結
局

多
く
は
農
民
へ
の
直
接
税
附
加
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
二
年
余
り
後
　
九
〇
四
年
九
月
六
日
、
六
〇
万
余
に
上
る
賠
款
掲
を
、
土
膏

掲
・
思
差
鋳
造
差
益
収
入
の
増
加
が
あ
る
と
は
襲
え
練
兵
処
経
費
分
担
等
に
よ
る
財
政
窮
乏
化
の
中
で
、
敢
て
学
堂
掲
と
改
名
し
地
方
の
学
校

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

建
設
費
と
し
て
留
保
し
た
の
は
、
こ
の
脈
絡
か
ら
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
農
民
へ
の
直
接
税
加
増
を
警
戒
す
る
張
之
洞
に
と
っ
て
、
弾
力
性

の
な
い
税
収
に
固
執
す
る
よ
り
省
税
収
か
ら
賠
法
堂
を
切
り
捨
て
地
方
新
政
費
と
し
て
固
定
す
る
方
が
、
よ
り
効
率
的
で
あ
っ
た
。
一
九
〇
五

年
一
月
一
〇
日
宜
城
県
の
記
田
の
民
戸
が
墨
田
へ
の
田
賦
課
税
に
反
対
し
、
暴
動
を
起
こ
し
て
い
る
。
張
之
洞
は
、
弾
圧
を
加
え
る
と
同
時
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

一
定
の
衛
田
課
税
の
税
制
見
直
し
を
す
る
方
針
を
と
る
。
や
は
り
耕
地
課
税
は
権
力
に
取
っ
て
高
く
つ
く
こ
と
に
な
り
か
ね
な
か
っ
た
。

　
農
村
部
州
県
と
並
び
都
市
部
に
於
て
も
、
表
2
に
見
ら
れ
る
諸
営
業
密
漁
の
商
人
層
対
象
の
直
接
税
が
幅
広
く
課
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
諸
税

は
専
ら
各
都
市
の
警
察
創
設
並
び
に
維
持
経
費
と
し
て
運
用
さ
れ
る
。
舗
摘
も
武
昌
・
受
口
・
沙
市
・
宜
昌
・
奨
城
・
老
河
口
と
い
っ
た
官
銭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

局
分
局
設
置
都
市
に
於
て
は
、
学
堂
摘
で
な
く
警
察
掴
と
さ
れ
た
。
房
猶
も
警
察
経
費
に
充
て
ら
れ
た
が
、
低
所
得
者
層
の
掛
襟
納
税
は
免
除

　
　
　
⑪

し
て
い
る
。
内
陸
部
開
港
後
の
教
案
多
発
等
の
治
安
上
の
不
安
が
営
業
成
績
に
関
係
す
る
商
人
層
を
、
　
「
受
益
者
負
担
」
の
論
理
で
納
税
者
と

し
て
狙
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　
つ
ま
り
新
政
に
於
け
る
一
つ
の
柱
で
あ
る
学
校
建
設
と
警
察
設
立
と
い
っ
た
地
方
行
政
業
務
を
、
在
地
の
自
立
自
助
に
任
せ
る
の
が
省
政
府
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⑫

の
方
針
だ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
諸
税
は
全
て
納
税
者
側
と
の
協
議
に
よ
り
納
税
額
を
定
め
て
い
る
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宋

端
ま
で
完
備
し
た
徴
税
機
構
が
存
在
し
な
い
状
況
の
下
で
は
、
確
実
な
外
形
標
準
に
よ
る
課
税
一
収
益
税
に
頼
り
か
つ
「
紳
董
」
層
へ
の
協
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

委
任
の
形
態
で
徴
税
す
る
の
が
、
最
も
微
税
経
費
が
か
か
ら
な
い
方
法
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
あ
り
方
は
商
会
な
ど
の
一
定
の
在
地
自

治
団
体
を
嬉
野
府
側
か
ら
創
出
す
る
動
き
と
も
連
動
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
逆
に
自
立
自
助
的
財
政
構
造
が
、
州
県
に
於
け
る
新
政
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

限
界
と
も
な
る
。
固
定
的
な
財
源
を
越
え
て
は
行
政
業
務
は
発
展
し
得
な
い
仕
組
で
あ
っ
た
。

　
省
財
政
に
於
け
る
租
税
外
収
入
減
少
と
軍
事
費
負
担
増
加
に
よ
る
財
政
不
均
衡
の
拡
大
は
、
こ
う
し
た
県
行
政
の
自
立
自
助
性
を
一
面
強
化

し
つ
つ
、
ま
た
一
面
舎
理
化
と
省
集
中
を
強
め
る
方
向
に
向
か
わ
せ
る
。
一
九
〇
五
年
六
月
一
〇
日
警
察
学
堂
経
費
の
捻
出
に
悩
む
省
政
府
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

各
地
の
警
察
費
用
に
充
当
さ
れ
て
い
た
墓
守
を
吸
収
す
る
。
そ
の
一
方
で
一
九
〇
七
年
九
月
張
は
会
党
反
乱
の
盛
ん
な
老
河
口
に
光
化
県
の
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

能
を
移
転
し
、
県
外
・
捕
衛
・
監
獄
建
設
費
を
当
地
商
衛
が
乾
隆
年
間
よ
り
供
出
し
て
い
る
堤
防
修
理
費
を
以
て
負
担
さ
せ
る
。
ま
た
一
九
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

八
年
十
月
陳
蔓
龍
は
漢
口
の
巡
防
塁
を
三
営
か
ら
四
営
に
増
強
す
る
が
、
そ
の
年
間
経
費
二
万
両
を
現
地
商
会
に
負
担
さ
せ
る
。
表
2
の
銭
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

翌
翌
捕
新
設
も
こ
れ
と
関
わ
る
。
学
校
建
設
に
於
て
も
同
様
な
傾
向
が
現
れ
て
い
る
。
一
九
〇
九
年
七
月
四
日
号
は
各
地
の
学
堂
掴
を
五
割
武

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

昌
に
集
中
す
る
方
針
を
出
す
。
重
点
配
分
方
式
に
移
行
し
な
け
れ
ば
経
営
が
危
く
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
翌
年
秋
に
は
省
の
学
務
公
所
は
極

端
な
財
政
難
に
陥
り
、
各
学
校
に
対
し
自
力
で
票
子
等
民
間
か
ら
の
借
入
等
で
乗
り
切
る
方
針
を
出
す
程
と
な
っ
た
。
主
財
源
た
る
難
壁
が
減

収
し
て
賠
償
金
借
款
の
み
に
支
出
さ
れ
、
ま
た
学
務
公
所
用
の
里
中
が
中
央
の
塩
政
処
経
費
と
し
て
吸
収
さ
れ
、
学
堂
掴
の
欠
解
が
多
く
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
の
が
直
接
原
因
で
あ
る
。

　
協
議
委
任
方
式
の
悪
税
に
も
一
部
変
化
が
生
ず
る
。
黄
梅
県
は
煙
草
産
地
で
あ
り
一
九
〇
〇
年
賠
償
金
借
款
返
済
の
た
め
煙
掲
を
納
め
る
こ

と
と
な
り
、
二
九
〇
〇
串
文
を
定
額
と
し
現
地
商
人
の
一
括
納
税
と
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
〇
七
年
か
ら
微
税
吏
が
直
接
派
遣
さ
れ
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

意
に
増
税
す
る
事
態
と
な
っ
た
。
横
浜
正
金
か
ら
の
善
後
局
借
款
担
保
と
し
て
、
黒
酒
蒼
黒
が
指
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
応
山
県
で
は
盛
況

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

だ
っ
た
煙
草
栽
培
が
増
税
と
市
場
価
格
低
落
に
よ
り
衰
退
し
て
し
ま
う
。
新
軍
が
煙
草
を
食
い
つ
ぶ
し
た
の
で
あ
る
。
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清禾湖北省財政の分権的展開（黒田）

　
省
政
府
の
財
政
危
機
は
こ
う
し
て
新
政
行
政
に
省
中
央
と
地
方
の
閾
の
格
差
を
設
け
、
ま
た
収
益
性
の
高
い
商
晶
の
課
税
を
強
め
る
こ
と
で

財
政
負
担
の
州
県
間
格
差
を
も
た
ら
す
。
だ
が
一
貫
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
商
業
資
本
を
財
政
基
盤
と
し
ょ
う
と
す
る
省
政
府
側
の
意
図
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

る
。
そ
れ
は
「
商
船
を
し
て
郷
農
に
代
り
て
出
資
せ
し
め
並
び
に
外
県
官
商
過
客
を
し
て
本
省
民
人
に
代
わ
り
て
出
資
せ
し
む
」
と
い
う
張
之

洞
の
表
現
に
端
的
に
表
わ
れ
て
い
る
。
小
農
を
納
税
者
と
す
る
直
接
税
は
避
け
て
も
都
市
向
直
接
税
は
拡
大
す
る
。
決
し
て
そ
れ
は
農
本
主
義

的
指
向
で
は
な
く
、
漢
口
を
中
心
と
す
る
開
港
場
経
済
の
発
展
に
依
拠
し
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

①
『
張
全
集
』
電
横
　
二
七
「
致
轟
陽
背
骨
老
河
日
土
税
局
薦
藩
論
昌
世
道
台
陳
守

　
施
南
墓
守
豊
漁
経
費
局
侯
令
」
光
緒
二
五
年
正
月
一
五
日
目
藩
邸
陽
許
守
宜
昌
陳

　
守
施
南
額
守
老
河
口
補
税
局
薦
令
寛
昌
土
税
局
凌
道
再
来
鳳
釜
山
経
費
局
」
光
緒

　
二
五
年
二
月
八
日
。

②
　
『
張
全
集
』
公
室
一
四
「
札
北
無
熱
牙
厘
灘
酒
金
款
項
不
上
士
解
虚
収
」
光
緒

　
一
八
年
二
月
八
日
。

③
定
め
た
契
税
徴
収
の
章
程
の
第
六
条
に
は

　
　
不
派
書
差
勒
転
、
亦
不
派
紳
士
挨
戸
無
謀
、
侭
黙
示
暁
諭
、
並
令
地
川
沿
街
鳴

　
　
鋸
伝
知
、
茶
湯
入
業
戸
之
門
、
自
無
騒
擾
。

　
と
あ
り
、
強
制
的
手
段
を
と
ら
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

　
『
張
全
集
』
奏
議
五
十
「
整
頓
田
房
契
税
源
」
耳
遠
二
五
年
一
二
月
二
九
日
。
省

　
の
方
針
に
対
応
し
て
各
県
も
税
二
曹
を
設
置
す
る
。
麻
城
県
の
場
合
は
こ
れ
を
機

　
に
不
動
産
価
格
に
よ
る
四
等
級
徴
収
に
改
め
る
。
　
『
麻
城
山
隠
心
』
前
編
…
、
巻
三
食

　
貨
、
一
二
頁
。

④
　
一
九
一
一
年
、
憲
政
準
備
の
一
環
と
し
て
全
県
を
三
等
に
分
け
て
経
費
を
確
定

　
さ
せ
た
の
は
そ
の
延
長
で
あ
る
。
　
『
政
治
官
報
』
宣
統
盆
年
三
月
二
八
B
一
二
五

　
一
号
「
瑞
激
奏
擬
定
湖
北
府
庁
州
県
署
旧
経
費
摺
」
。

⑤
『
張
全
集
隔
早
馬
五
五
「
致
黄
緯
宝
令
」
光
緒
二
七
年
｝
一
月
…
九
B
。
電
腰

　
五
八
「
蜀
江
昌
梁
守
…
…
」
由
緒
二
八
年
三
月
　
五
日
。

⑥
『
張
全
集
』
電
懐
五
八
「
致
武
舞
梁
守
…
…
」
光
緒
二
八
年
四
月
十
露
。

⑦
『
張
全
集
』
奏
議
六
五
「
改
貢
調
賠
款
掲
為
学
堂
絹
留
辮
本
地
学
務
摺
」
光
緒

　
三
一
年
一
二
月
二
日
。

　
　
難
各
属
辮
法
不
同
、
大
率
出
於
丁
漕
串
票
等
項
、
或
兼
資
税
契
、
婿
取
給
鋪
損
。

⑧
　
公
糠
二
十
「
札
各
誌
免
解
賠
款
留
辮
学
堂
」
同
工
三
十
年
七
月
一
一
七
日
。

⑨
『
張
全
集
』
竃
績
七
十
「
致
嚢
陽
郭
道
台
魁
守
劉
参
将
水
金
」
光
緒
三
十
年
一

　
二
月
一
臼
。

⑩
前
掲
「
札
各
属
正
解
賠
款
留
辮
学
堂
」
。

＠
　
『
張
全
集
』
公
腰
二
十
「
札
警
察
局
除
免
小
戸
房
摘
」
光
緒
童
十
年
七
月
二
九

　
日
。

⑫
例
え
ば
～
九
〇
一
年
宜
昌
道
台
は
宜
昌
市
巾
に
舗
摘
を
課
す
る
こ
と
に
し
た
。

　
紳
商
た
ち
は
会
合
し
て
毎
年
千
文
か
ら
二
韻
文
の
税
額
を
提
案
す
る
。
そ
れ
に
対

　
し
道
台
は
四
千
文
を
上
限
と
す
る
こ
と
を
希
望
し
た
が
、
商
人
た
ち
の
反
対
に
よ

　
り
妥
協
す
る
。
同
儒
ζ
房
．
§
．
ミ
こ
℃
■
峯
㊦
■

⑬
張
の
次
の
言
は
そ
の
反
映
で
あ
ろ
う
。

　
　
此
次
所
摘
之
款
、
要
皆
与
紳
民
簿
商
、
出
自
楽
輪
。

　
前
掲
「
酌
改
州
県
籔
摘
為
編
綴
掲
摺
」
。

⑭
一
九
一
〇
年
当
時
応
山
県
に
は
農
業
学
堂
を
附
設
す
る
高
等
小
学
堂
（
教
師
十

　
名
生
徒
百
名
前
後
）
が
一
校
あ
り
経
費
は
柴
門
千
三
文
。
他
に
初
等
学
堂
四
と
さ
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れ
て
い
る
。
～
九
一
五
年
当
時
同
県
の
学
堂
捕
は
一
三
、
四
八
三
串
文
、
内
五
五

　
％
を
省
へ
送
金
し
県
に
留
保
さ
れ
る
の
は
六
、
〇
六
七
轟
文
で
あ
っ
た
。
『
支
那
省

　
励
全
誌
』
第
九
巻
湖
北
省
、
一
五
八
頁
。
魏
類
唐
編
『
湖
北
財
政
三
略
』
附
「
湖

　
北
省
県
丁
零
屯
租
案
下
附
韻
学
掲
年
額
一
覧
衷
」
。

⑮
『
張
全
集
』
電
禎
七
十
「
致
襲
陽
郭
道
寄
郵
守
光
化
欧
陽
令
宜
昌
陳
守
孫
署
令
」

　
光
緒
三
一
年
五
月
八
日
。

⑯
『
張
全
集
』
奏
書
七
十
「
光
化
移
駐
県
治
建
設
悪
業
摺
」
光
緒
三
三
年
七
月
二

　
八
種
。

⑰
『
政
治
官
報
』
光
緒
三
四
年
八
月
二
九
日
三
二
八
号
「
陳
奏
添
募
巡
防
隊
　
営

　
石
地
簿
款
擾
謡
講
」
。

⑱
同
税
は
一
九
〇
八
年
に
開
始
さ
れ
る
が
、
税
収
は
三
分
さ
れ
一
は
漢
日
練
勇
経

　
費
、
一
は
警
察
経
費
、
一
は
商
会
費
用
と
さ
れ
た
。
　
『
湖
北
財
政
説
明
轡
』
四
二

　
頁
。

⑲
辺
境
の
一
二
州
県
を
除
き
、
五
割
を
省
政
府
へ
送
金
さ
せ
た
。
四
二
万
趨
余
を

　
試
算
し
て
い
る
。
　
『
政
治
官
報
』
宣
統
元
年
五
月
　
七
冒
六
〇
四
号
「
陳
重
日
款

　
改
学
堂
捕
酌
提
五
成
二
二
城
辮
学
堂
経
費
請
立
案
片
」
。

⑳
　
『
京
津
時
報
』
一
九
～
○
年
七
月
一
四
日
（
『
辛
亥
革
命
在
湖
北
史
料
選
輯
』
二

　
五
〇
頁
よ
り
）
。

⑳
『
湖
北
諮
議
局
第
一
次
常
年
会
議
決
案
報
告
書
』
下
巻
（
『
辛
亥
革
命
在
湖
北

　
史
料
選
附
属
』
ニ
ゴ
ー
ゴ
一
…
六
百
ハ
よ
り
）
。

⑳
　
註
⑳
中
の
増
税
を
指
揮
す
る
「
王
委
」
は
一
九
〇
四
年
末
張
之
洞
が
煙
酒
糖
税

　
を
担
保
と
す
る
借
款
を
企
画
し
た
際
に
登
場
す
る
幕
僚
王
難
灘
の
こ
と
と
思
わ
れ

　
る
。
前
掲
『
対
支
借
款
関
係
雑
件
』
五
湖
北
省
ノ
部
ω
張
総
督
借
款
申
出
。

＠
註
⑳
に
陶
じ
。

⑳
籔
摘
実
施
の
時
の
意
図
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
（
『
張
全
集
』
野
帳
五
八
「
致
武

　
昌
梁
守
…
…
」
光
緒
二
八
年
三
月
～
五
日
）
が
、
ハ
ー
ト
の
地
丁
増
徴
案
に
対
す

　
る
反
対
上
奏
に
も
こ
の
発
想
は
貫
か
れ
て
い
る
。

　
　
如
其
所
議
、
則
挙
毎
年
国
家
四
万
万
両
之
用
款
、
尽
取
諸
服
田
力
稿
之
農
、
而

　
　
一
切
工
商
反
不
須
蓮
糸
毫
之
賦
税
。
講
説
不
平
莫
此
為
甚
。

前
掲
「
論
議
赫
徳
日
下
川
餉
節
略
窒
磯
難
行
摺
」
。
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五
　
開
港
場
経
済
と
嘗
銭
局
の
活
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
一
八
九
〇
年
代
か
ら
第
一
次
大
戦
に
か
け
て
は
、
世
界
的
に
貿
易
が
飛
躍
的
拡
大
を
遂
げ
た
時
期
で
あ
る
。
中
国
内
陸
部
最
大
の
物
質
集
散

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

地
、
寸
志
の
貿
易
額
も
高
い
伸
び
率
を
示
す
。
懸
魚
洞
は
中
国
側
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
よ
る
漢
口
の
中
継
貿
易
都
市
機
能
の
発
展
を
早
く
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

目
指
し
、
省
政
府
側
の
市
場
問
題
担
愚
機
関
と
し
て
商
務
局
を
設
立
し
、
政
策
受
入
母
体
と
な
る
べ
き
客
商
資
本
の
結
集
の
場
と
し
て
の
商
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
建
設
を
働
き
か
け
た
。
だ
が
中
継
都
市
で
あ
る
が
故
に
在
地
性
に
乏
し
い
客
商
を
鴛
を
越
え
て
集
結
さ
せ
る
の
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

般
に
鷲
ご
と
に
度
量
衡
が
異
な
る
の
は
常
識
で
あ
っ
た
が
、
鶏
魚
の
会
で
あ
る
が
故
に
漢
心
の
そ
れ
は
際
立
っ
て
い
た
。

　
そ
う
し
た
客
商
た
ち
に
在
地
性
を
附
与
す
る
条
件
と
な
っ
た
の
は
、
単
な
る
客
商
の
活
動
域
と
し
て
の
通
商
籟
囲
と
は
質
を
異
に
す
る
漢
口
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経
済
圏
と
い
う
べ
き
も
の
の
成
立
で
あ
る
。
一
九
〇
二
年
以
降
の
銅
元
鋳
造
と
そ
れ
を
免
換
貨
と
す
る
官
銭
票
の
省
内
流
通
が
そ
の
基
礎
と
な

る
。
別
稿
の
如
く
官
銭
票
は
農
産
物
輸
出
促
進
手
段
と
し
て
機
能
し
、
通
用
性
の
低
い
銭
荘
の
銭
票
を
駆
逐
し
つ
つ
事
実
上
の
省
内
幣
制
統
一

を
達
成
す
る
。
そ
れ
は
意
図
的
政
策
の
一
定
の
結
果
で
も
あ
っ
た
。
照
隠
洞
は
誌
面
鋳
造
朋
始
以
前
の
一
九
〇
一
年
四
月
八
日
各
知
府
に
命
じ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

官
銭
票
裏
面
に
州
県
が
捺
印
す
る
の
を
禁
止
さ
せ
て
い
る
。
納
税
手
段
と
し
て
保
障
す
る
為
に
は
直
接
の
微
砂
機
関
で
あ
る
州
県
の
捺
印
が
有

効
で
あ
る
が
、
官
銭
票
の
歯
釜
流
通
を
妨
げ
る
と
の
見
地
か
ら
の
指
示
で
あ
っ
た
。
行
政
域
と
し
て
の
省
を
ま
ず
単
一
通
貨
流
通
域
と
し
ょ
う

と
す
る
措
置
で
あ
る
。
そ
れ
と
並
び
一
九
〇
二
年
、
建
設
中
の
京
漢
鉄
道
が
登
口
か
ら
河
南
の
信
陽
に
達
す
る
と
、
早
速
官
銭
局
総
弁
高
松
如

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

を
信
陽
に
派
遣
し
現
地
銭
荘
に
湖
北
官
銭
局
分
局
業
務
を
請
け
負
わ
せ
湖
北
官
銭
票
の
流
通
を
誘
わ
せ
た
。
信
陽
は
胡
麻
等
の
集
結
点
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

そ
れ
ら
は
鉄
道
を
通
じ
て
漢
口
か
ら
輸
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
張
は
同
時
に
現
地
に
鉄
路
更
訂
局
を
設
け
火
車
摘
を
査
収
す
る
。
漢
口
経
済

圏
を
官
銭
票
を
媒
介
と
し
て
省
を
越
え
て
形
成
し
、
財
政
基
盤
と
す
る
意
図
が
見
て
取
れ
る
。

　
流
通
手
段
の
統
一
は
、
流
通
過
程
か
ら
の
徴
税
体
系
に
一
定
の
統
一
化
の
動
き
を
伴
っ
た
。
一
商
品
が
生
産
地
か
ら
最
終
消
費
地
ま
で
に
二
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

三
ケ
所
か
ら
七
、
八
ケ
所
で
厘
金
を
取
ら
れ
る
と
言
わ
れ
た
状
況
は
、
厘
局
員
の
中
間
搾
取
も
含
め
省
政
府
に
と
っ
て
も
か
ね
て
か
ら
合
理
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
対
象
と
し
て
い
た
。
無
統
糊
は
中
国
商
の
洋
行
名
議
仮
託
に
よ
る
子
口
税
を
利
用
し
た
脱
税
の
温
床
で
あ
っ
た
。
一
九
〇
五
年
湖
北
省
は
厘

金
轡
掲
を
断
行
す
る
。
省
内
六
一
局
を
二
九
局
に
削
減
し
、
省
内
生
産
物
が
回
外
へ
出
る
場
合
は
生
産
地
で
徴
収
、
省
外
か
ら
の
流
入
商
品
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

第
一
景
で
微
量
、
省
内
生
産
省
内
消
費
商
品
は
最
大
市
鎮
で
一
括
微
分
し
省
内
で
の
厘
金
重
微
を
基
本
的
に
な
く
し
た
。
現
場
宮
漏
の
不
正
行

為
は
尚
伝
え
ら
れ
は
し
た
が
、
統
掲
が
商
業
資
本
の
利
益
に
適
う
措
置
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
省
財
政
に
と
っ
て
も
厘
局
削
減

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
厘
金
収
銭
額
は
増
え
こ
そ
す
れ
減
収
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
統
一
通
貨
圏
形
成
、
商
品
課
税
統
一
化
に
加
え
て
の
一
九
〇
五
年
の
京
漢
鉄
路
開
通
は
漢
口
の
都
市
機
能
の
質
的
転
換
を
も
た
ら
す
。
一
つ

に
は
農
産
物
加
工
業
の
急
速
な
発
展
で
あ
る
。
広
東
・
寧
波
籍
商
人
等
の
創
立
に
か
か
る
製
粉
・
豆
糟
・
煙
草
・
搾
油
・
機
械
製
茶
工
場
が
設

　
　
　
⑬

立
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
工
場
建
設
ブ
ー
ム
は
将
来
の
川
漢
鉄
路
建
設
へ
の
期
待
と
も
相
俊
ち
、
懸
口
市
街
の
大
幅
拡
張
工
事
が
民
間
の
気
運
と
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な
っ
て
行
く
。
開
港
場
拡
張
は
、
思
量
洞
が
地
価
高
騰
を
税
収
源
と
期
待
し
て
い
た
こ
と
か
ら
湖
北
省
政
府
の
一
貫
し
た
方
針
で
も
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

張
は
漢
水
長
江
合
流
地
域
に
一
九
〇
五
年
大
堤
防
を
築
き
、
後
湖
の
干
拓
と
道
路
建
設
を
計
画
す
る
。
前
述
の
後
湖
清
丈
局
設
置
は
そ
の
延
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

上
に
あ
っ
た
。
後
湖
開
発
は
官
商
合
体
の
大
事
業
と
な
っ
て
行
く
。

　
欝
欝
を
中
心
と
す
る
経
済
圏
が
形
成
さ
れ
て
行
く
中
、
一
九
〇
五
年
商
務
局
総
弁
孫
泰
析
の
強
い
働
き
か
け
で
董
事
を
選
び
漢
口
総
商
会
が

　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

形
式
的
に
発
足
。
続
い
て
沙
市
・
懸
河
口
説
で
も
商
会
が
設
立
さ
れ
相
互
の
章
程
の
統
一
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
九
〇
七
年
に
は
農
商

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

部
奏
定
の
商
会
章
程
に
則
り
商
務
総
会
が
改
め
て
組
織
さ
れ
官
側
の
商
務
局
は
撤
廃
、
商
会
の
自
治
機
能
が
実
質
的
に
開
始
す
る
。
治
安
な
ど

の
現
地
自
助
方
式
は
商
会
の
成
立
を
待
っ
て
可
能
に
な
る
。
裏
口
商
会
は
市
場
の
金
融
危
機
救
済
の
事
務
に
当
た
る
な
ど
の
他
、
省
政
府
の
地

方
行
政
を
一
部
肩
代
わ
り
も
し
始
め
る
。
一
九
〇
九
年
秋
甘
口
地
方
は
激
し
い
水
害
に
見
舞
わ
れ
る
。
省
は
救
済
資
金
を
百
万
畠
集
め
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
計
画
す
る
が
、
内
五
〇
万
串
は
漢
口
商
会
の
募
金
で
あ
っ
た
。
賑
撞
業
務
の
代
替
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
仲
買
商
に
在
地
性
を
付
与
す
る
漢
口
経
済
圏
の
形
成
に
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
取
り
、
財
政
不
均
衡
の
中
で
新
政
諸
業
務
を
遂
行

さ
せ
た
機
関
が
官
銭
局
で
あ
っ
た
。
官
銭
局
が
官
銭
粟
の
信
用
維
持
と
流
通
拡
大
に
努
め
た
結
果
、
商
業
資
本
集
積
の
条
件
を
形
成
し
た
こ
と

は
別
稿
に
述
べ
た
。
こ
こ
で
は
省
財
政
と
の
関
連
を
検
討
す
る
。
官
銭
局
は
善
後
局
財
政
を
背
後
か
ら
支
え
る
目
的
を
以
て
創
設
さ
れ
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
あ
り
、
張
之
洞
は
官
銭
局
責
任
者
高
松
如
に
善
後
局
・
銅
元
局
の
要
職
を
兼
任
さ
せ
、
三
局
の
連
動
を
期
し
て
い
る
。

　
前
出
表
5
の
如
く
銅
元
鋳
造
差
益
は
財
政
危
機
を
救
う
と
同
時
に
あ
ら
ゆ
る
新
政
業
務
の
経
費
に
充
当
さ
れ
た
。
が
、
官
銭
局
の
活
動
は
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
⑳

5
の
枠
に
留
ま
ら
な
い
。
官
銭
周
は
農
業
学
堂
に
対
す
る
よ
う
に
省
政
府
の
諸
団
体
に
信
用
を
供
与
す
る
。
警
察
・
学
校
・
武
漢
博
覧
会
・
地

　
　
　
　
　
　
㊧

方
の
勧
工
所
運
営
な
ど
多
く
の
省
政
府
事
業
が
官
銭
局
を
緊
急
避
難
的
な
融
通
先
と
し
て
い
た
。
軍
事
費
・
賠
償
金
捻
出
に
追
わ
れ
る
財
政
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

況
で
は
官
銭
局
貸
出
の
手
段
に
よ
る
し
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
製
紙
工
場
な
ど
の
季
立
工
場
も
宮
銭
局
の
金
融
に
頼
っ
た
。
ま
た
川
漢
鉄
路

建
設
・
落
月
後
信
市
街
地
化
と
い
っ
た
大
型
開
発
計
画
に
も
関
与
し
資
金
融
通
の
要
と
な
る
。
後
湖
清
下
局
経
費
百
万
両
の
内
三
〇
万
両
は
官

　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

銭
局
支
出
で
あ
る
。
川
漢
鉄
路
公
司
は
中
途
ま
で
募
集
し
た
資
金
を
工
事
着
工
ま
で
の
間
官
銭
局
に
年
利
六
％
で
預
け
て
い
る
。
官
銭
局
は
官
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清末湖北省財政の分権的展開（黒田）

銭
票
発
行
を
通
し
て
銭
荘
、
仲
買
商
に
信
用
を
供
与
し
て
い
た
が
、
官
銭
票
の
通
用
性
が
低
落
し
な
い
限
り
そ
れ
は
確
実
な
営
業
で
あ
っ
た
。

　
湖
北
省
財
政
は
官
銭
局
を
中
心
に
展
開
す
る
。
陳
蔓
龍
が
善
後
局
財
政
改
革
で
江
難
関
・
布
政
司
の
公
金
を
官
銭
局
に
預
け
、
そ
れ
を
通
し

て
善
後
局
へ
貸
出
し
す
る
こ
と
を
盛
り
込
ん
だ
の
は
、
行
政
機
関
の
多
元
的
構
造
を
反
映
し
て
統
一
公
庫
制
が
成
立
し
て
い
な
い
が
故
に
生
ず

る
遊
休
公
金
を
官
銭
局
の
営
業
を
通
し
て
運
用
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
逸
す
。
ま
た
同
改
革
案
の
公
債
募
集
は
官
銭
局
抜
き
に
は
考
え
ら
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

い
。
発
行
募
集
す
る
の
が
官
銭
局
な
ら
償
還
財
源
も
四
割
は
宮
銭
亀
収
入
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
湖
北
省
公
債
が
模
倣
し
た
直
隷
省
公
債
と
違
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

点
は
、
湖
北
省
公
債
を
担
保
に
し
て
公
債
所
有
者
は
官
銭
局
よ
り
融
通
を
受
け
る
権
利
を
有
す
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
直
優
等
公
債
が
州
県
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
強
制
割
当
、
つ
ま
り
事
実
上
変
形
的
増
税
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
と
比
べ
る
と
、
近
代
的
な
公
信
用
と
呼
ぶ
に
足
る
。
湖
北
官
銭
局
の
信
用

の
高
さ
を
裏
付
け
る
。

　
一
九
〇
八
年
末
省
財
政
の
危
機
が
深
ま
る
中
、
漢
口
に
金
融
恐
慌
が
生
ず
る
。
湖
北
省
政
府
は
財
政
難
に
も
か
か
わ
ら
ず
官
銭
局
か
ら
五
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

万
両
、
布
政
司
か
ら
同
じ
く
五
〇
万
両
を
供
出
し
、
漢
口
商
会
に
貸
し
出
し
て
市
況
回
復
資
金
と
さ
せ
、
そ
し
て
金
融
危
機
の
焦
点
と
な
っ
て

い
た
倒
産
し
た
三
銭
荘
の
涯
豊
銀
行
に
対
す
る
負
債
を
、
省
政
府
の
雁
豊
へ
の
借
款
の
形
で
肩
代
わ
り
し
た
の
で
あ
っ
た
。
三
口
経
済
の
衰
退

は
そ
の
ま
ま
省
財
政
そ
し
て
行
政
業
務
の
停
止
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。
官
銭
局
の
信
用
創
造
と
商
会
の
自
立
自
助
性
は
、
辛
亥
革
命
後
も

漢
口
経
済
の
支
柱
と
な
る
。

　
し
か
し
官
銭
局
を
中
心
と
す
る
開
港
場
経
済
の
展
開
は
過
渡
期
的
な
矛
盾
を
本
来
的
に
有
す
る
も
の
だ
っ
た
。
前
述
の
銅
貨
相
思
下
落
に
よ

る
銀
建
財
政
収
入
伸
び
悩
み
は
最
も
端
的
な
現
象
で
あ
る
。
限
界
性
は
機
械
制
大
工
場
の
市
場
問
題
と
し
て
も
現
わ
れ
る
。
農
産
物
集
申
を
背

景
に
し
た
農
産
物
加
工
業
は
固
定
的
な
外
国
市
場
か
或
い
は
在
地
市
場
を
想
定
し
て
営
業
を
開
始
す
る
。
だ
が
比
較
的
多
大
な
圓
定
資
本
を
必

要
と
し
、
か
つ
省
を
越
え
た
市
場
を
必
要
と
す
る
性
格
の
企
業
の
場
合
、
全
国
的
な
規
模
で
の
保
護
措
置
が
要
求
さ
れ
た
。
湖
北
省
政
府
は
製

麻
局
・
フ
ェ
ル
ト
工
場
・
セ
メ
ン
ト
工
場
・
製
紙
工
場
の
製
品
の
全
国
的
厘
金
免
除
を
清
朝
中
央
に
要
求
し
た
が
、
税
務
処
は
断
固
と
し
て
認

　
⑭

め
ず
諸
工
場
の
民
間
資
本
募
集
を
困
難
に
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
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ま
た
資
本
募
集
に
も
限
界
が
あ
っ
た
。
湖
北
に
於
け
る
大
型
事
業
は
決
し
て
湖
北
省
内
の
自
弁
で
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
い
。
草
平
既
済
水

電
公
司
は
中
国
人
資
本
に
よ
る
水
道
・
電
気
会
社
で
あ
り
風
口
最
大
の
資
本
額
を
誇
る
企
業
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
三
百
万
元
も
の
資
本
募
集
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊤

上
海
の
銭
荘
平
等
に
頼
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
多
大
な
圃
定
資
本
投
資
に
は
省
を
越
え
た
資
本
移
動
が
不
可
欠
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
結
局
、
官
銭
票
の
築
い
た
通
貨
圏
は
農
産
物
の
開
港
場
へ
の
集
中
と
そ
の
加
工
業
の
勃
興
を
許
容
範
囲
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

ま
さ
し
く
二
十
世
紀
初
頭
中
国
の
経
済
状
況
に
対
応
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
何
よ
り
も
湖
北
宮
銭
局
に
於
て
は
為
替
業
務
が
未
発
達
で

あ
っ
た
こ
と
は
野
地
的
性
格
を
如
実
に
示
す
。
清
末
の
各
地
の
金
融
恐
慌
が
関
連
は
持
ち
つ
つ
も
、
基
本
的
に
地
域
的
な
も
の
に
留
ま
る
背
景

が
こ
こ
に
あ
る
。
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①
　
多
角
的
貿
易
の
世
界
体
系
の
成
立
に
よ
り
、
食
料
・
原
料
の
世
界
貿
易
額
は
工

　
業
製
贔
と
と
も
に
顕
著
な
増
大
傾
向
を
示
す
。
藤
瀬
浩
司
「
二
〇
世
紀
最
初
の
三

　
分
の
一
世
紀
に
お
け
る
世
界
貿
易
の
構
造
し
『
調
査
と
資
料
』
　
（
名
大
・
経
済
）

　
六
一
口
写
釜
中
酬
。

②
　
清
宋
二
十
年
間
に
純
貿
易
額
は
四
倍
弱
の
増
加
を
見
せ
た
。
拙
稿
参
照
。

③
商
務
局
は
輸
入
代
替
産
業
設
立
の
啓
蒙
等
を
主
要
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
る
。

　
（
『
張
全
集
』
奏
議
四
九
「
漢
口
試
辮
商
務
局
酌
擬
辮
法
摺
」
光
緒
二
四
年
八
月
八

　
日
。
）
金
融
逼
迫
時
に
は
現
銀
持
出
し
抑
鋼
な
ど
の
統
制
も
行
な
っ
た
。
『
通
商
彙

　
纂
』
一
七
四
号
「
漢
口
市
況
」
。

④
　
世
界
市
場
に
於
け
る
相
対
的
後
退
に
危
機
感
を
持
ち
だ
し
た
茶
商
達
は
商
務
局

　
の
働
き
か
け
も
あ
り
茶
業
公
所
設
立
に
向
う
が
謬
鷺
と
徽
糀
の
意
見
が
合
わ
ず
な

　
か
な
か
成
立
し
な
か
っ
た
。
　
『
東
方
雑
誌
』
一
一
…
七
各
省
商
務
彙
誌
。

⑤
根
岸
借
は
燕
口
に
於
け
る
両
の
種
別
は
ギ
ル
ド
の
数
に
一
致
す
る
と
言
っ
て
よ

　
い
と
し
て
い
る
。
　
『
中
国
の
ギ
ル
ド
』
　
（
一
九
五
三
年
）
三
六
ニ
ー
四
頁
。

⑥
　
『
張
全
集
』
電
陵
五
一
「
音
量
陽
山
守
黄
調
帯
守
…
…
」
苗
圃
二
七
年
二
月
目

　
十
臼
。

⑦
　
『
張
全
集
』
諸
腰
六
三
「
致
信
陽
南
汝
静
思
朱
道
台
」
光
緒
二
八
年
九
月
二
九

　
日
。

⑧
　
　
『
張
全
集
』
稿
料
六
三
「
致
外
務
部
」
光
緒
二
八
年
八
月
二
五
冒
。

　
　
信
陽
の
農
産
物
取
引
は
漢
口
の
市
況
と
密
談
な
関
係
が
あ
り
、
ま
た
一
九
一
五

　
年
の
時
点
に
於
て
も
当
地
の
一
般
流
通
紙
幣
は
当
地
銭
荘
発
行
の
二
子
と
武
昌
造

　
幣
廠
発
行
の
宮
銭
票
で
あ
っ
た
。
　
『
支
那
省
別
選
誌
』
第
八
巻
河
南
省
九
五
四
－

　
八
頁
。

⑨
　
『
張
全
集
』
墨
黒
六
十
「
致
平
鋼
劉
舗
台
」
光
緒
二
八
年
六
月
三
目
。

⑩
特
に
日
本
商
人
の
名
義
に
仮
託
し
た
脱
税
が
多
か
っ
た
。
『
張
全
集
』
馬
糧
六

　
三
「
致
外
務
部
下
密
劉
制
台
上
海
呂
大
帰
農
大
臣
」
習
熟
二
八
年
・
八
月
二
九
日
。

⑭
　
　
『
張
全
集
』
公
横
三
六
「
改
髭
面
掲
示
＃
章
程
」
難
癖
三
一
年
五
月
一
五
日
。

⑫
統
捕
前
は
二
菅
数
十
万
鵬
の
税
収
だ
っ
た
が
統
括
後
は
三
百
万
串
の
税
収
を
数

　
え
、
雑
収
入
を
入
れ
る
と
閥
百
万
鵬
に
及
ぶ
と
ざ
れ
た
。
　
『
湖
北
逓
志
』
経
政
志

　
八
旨
煮
三
二
冨
ハ
。

⑱
『
支
那
省
壁
上
誌
』
湖
北
省
七
～
ニ
ー
五
頁
、
七
一
八
－
九
頁
、
七
二
六
i
八

　
頁
。
冊
通
商
彙
纂
』
明
治
四
十
年
一
五
号
「
福
葦
姻
公
司
製
造
両
切
巻
煙
草
概
況
」
。



清末湖北省財政の分権的展開（黒田）

　
　
劉
飲
生
経
営
の
立
興
…
凱
糟
一
製
造
所
は
京
漢
鉄
路
経
由
の
河
南
塵
隠
…
甜
を
用
い
る

　
た
め
、
課
口
停
車
場
附
近
に
倉
庫
を
設
置
し
た
。
鉄
滋
の
果
た
し
た
役
割
は
開
瞭

　
ゐ
、
あ
る
。
　
甥
通
噌
間
彙
婆
洲
』
明
仏
傭
四
十
舶
ヰ
一
六
御
写
「
沖
誤
ロ
ユ
於
ケ
ル
耐
燐
顎
礁
黛
粕
鱗
舷
旭

　
所
概
況
」
。

⑭
　
『
張
全
集
』
公
贋
一
二
　
「
遡
江
難
関
道
理
雛
鳥
湖
提
工
明
光
緒
三
十
年
一
二
月

　
十
日
。
　
「
札
江
漢
皇
道
設
漢
鎮
馬
路
工
程
局
」
由
緒
三
一
年
正
月
一
一
五
臼
。

⑮
　
商
人
三
三
名
が
発
起
人
と
な
り
宮
銭
局
よ
り
三
十
万
両
借
入
し
て
計
画
を
進
行

　
さ
せ
て
ゆ
く
。
『
通
商
彙
纂
』
明
治
繭
二
年
五
九
号
「
漢
口
市
街
拡
張
計
画
」
。
特

　
に
大
資
本
家
讐
敵
生
は
積
極
的
に
後
来
開
発
・
市
街
拡
張
を
推
進
し
て
い
っ
た
。

　
『
東
方
雑
誌
』
四
一
一
高
島
商
務
彙
誌
。

⑯
『
東
方
雑
誌
』
ニ
ー
七
各
省
海
鞍
鼻
誌
。

　
漢
口
開
辮
商
会
、
早
由
商
部
立
案
。
然
商
人
不
甚
踊
躍
。
近
経
商
務
局
孫
観
察
泰

　
折
偏
発
俵
単
、
切
実
勧
導
、
各
商
始
聞
風
興
起
。
計
巳
弔
問
董
審
二
人
、
其
余
亦

　
陸
続
選
挙
。
擬
悪
闘
民
営
応
用
、
息
出
商
務
局
建
成
、
即
行
移
設
局
内
云
。

⑰
　
や
は
り
行
政
側
か
ら
の
指
導
が
際
立
つ
。

　
嚢
華
府
属
老
河
口
商
務
頗
盛
。
光
潜
艦
黄
大
鷺
二
三
勧
商
民
粗
織
商
会
、
以
期
連

　
絡
、
商
人
昌
昌
同
情
、
莚
已
稟
請
立
案
開
辮
桑
。

　
『
宙
念
力
雑
靴
隠
』
鴛
一
－
六
各
省
商
、
務
彙
致
跡
。

⑱
『
東
方
雑
誌
』
三
i
ご
工
各
省
商
務
図
面
。

⑲
『
夏
口
県
志
』
巻
一
二
商
務
志
｝
四
－
五
頁
。

　
　
一
九
〇
八
年
に
は
漢
隣
商
務
総
会
章
程
が
制
定
さ
れ
る
が
、
　
そ
の
五
二
条
に

　
「
凡
ソ
魂
間
務
二
関
ス
ル
電
要
事
件
ハ
仮
令
木
会
ノ
議
決
ヲ
経
タ
ル
モ
ノ
ト
難
モ
農

　
工
商
部
二
稟
申
シ
且
ッ
湖
北
官
憲
ノ
批
准
ヲ
経
サ
レ
ハ
処
理
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」

　
と
あ
り
、
行
政
側
の
指
導
の
余
地
を
残
し
た
。
　
『
通
商
彙
纂
瞼
明
治
四
　
年
四
穴

　
号
「
漢
口
商
務
総
会
設
立
及
章
程
」
。

　
　
商
会
設
立
に
つ
い
て
の
先
行
す
る
業
績
．
と
し
て
は
、
曾
田
三
郎
「
商
会
の
設
立
」

　
（
『
歴
史
学
研
究
臨
四
二
二
号
）
が
あ
る
。

⑳
　

『
通
卵
生
”
翼
油
墨
』
朋
砿
置
賜
二
■
年
∴
ハ
ニ
ロ
写
「
漢
口
地
南
力
水
虫
下
ノ
伽
詮
振
粛
介
二
及
ホ
セ
ル

　
影
鐵
口
」
。
『
政
治
虚
娼
一
報
騒
点
旦
陣
祝
二
’
芝
山
ハ
月
一
霜
九
幽
ハ
一
挺
口
…
▽
「
瑞
激
奏
鵜
胴
将
娠
…
羅
墓
宜

　
接
続
簿
辮
秘
画
専
修
堤
輪
形
摺
」
。

⑳
　
『
張
全
集
』
公
艘
二
十
「
札
知
府
高
松
如
兼
充
銅
幣
局
鍵
調
」
光
緒
二
八
年
八

　
月
一
日
、
公
差
～
九
「
札
官
銭
局
墾
田
高
松
如
兼
充
善
後
呼
集
露
文
案
」
光
緒
一
～

　
七
年
九
月
十
日
。
後
者
文
中
冒
頭
に
「
照
得
湖
北
設
立
官
銭
局
、
原
所
以
済
善
後

　
要
餉
之
需
、
必
須
加
意
維
持
、
恋
慕
票
流
通
。
」
と
あ
り
、
善
後
局
財
政
と
官
銭

　
局
活
動
の
密
切
な
関
係
を
窺
わ
せ
る
。

⑳
農
業
試
験
場
設
置
の
た
め
牛
皮
捕
を
担
保
と
し
経
費
を
官
銭
局
に
立
替
え
さ
せ

　
た
。
『
張
全
集
』
電
麟
鴬
ハ
四
「
致
武
日
田
端
署
制
ム
ロ
し
光
繍
胴
一
～
八
年
一
二
月
二
八
濤
。

⑬
　
警
察
に
関
し
て
は
『
敷
治
官
報
』
宜
統
元
年
八
月
六
日
六
八
一
号
「
陳
饗
龍
奏

　
武
昌
警
察
経
費
不
請
懇
由
司
関
両
庫
擾
款
摺
」
参
照
。
学
頭
に
関
し
て
は
前
掲

　
『
京
津
時
報
』
～
九
一
〇
年
七
月
一
四
霞
参
照
。

⑳
　
『
政
治
官
報
』
宣
統
元
年
八
月
二
九
日
七
〇
四
号
「
雲
離
那
省
陥
辮
武
漢
勧
業

　
奨
進
会
等
摺
」
。
経
費
三
万
八
千
元
を
官
銭
局
臆
面
局
が
負
担
し
た
。

⑳
　
『
張
全
集
』
公
訴
二
三
「
批
施
南
限
施
水
雲
藥
請
拡
充
勧
工
所
」
光
緒
三
三
年

　
二
月
二
一
轟
。
前
掲
『
京
津
時
報
』
～
九
一
〇
年
七
月
一
四
目
。

⑯
　
『
東
方
雑
誌
』
四
…
一
二
各
省
工
芸
彙
誌
。

　
白
沙
洲
官
立
造
紙
廠
近
已
開
講
。
階
高
皆
野
観
察
下
総
辮
、
一
切
経
雪
国
由
宮
銭

　
局
開
支
。

　
官
立
心
皮
廠
も
ま
た
官
銭
局
か
ら
五
万
両
の
融
資
を
受
け
て
い
る
。
『
湖
北
通
士
心
』

　
経
政
志
ご
一
新
政
十
頁
。

⑳
　
前
掲
「
陳
奏
辮
漢
口
後
湖
馬
路
情
世
盛
」
。

⑱
　
『
政
治
官
報
隔
宣
統
元
年
二
月
～
四
日
瞬
八
三
号
「
陳
奏
査
明
湖
北
算
計
鉄
路

　
資
本
情
形
片
」
。

⑳
償
還
財
源
は
次
の
と
お
り
。
湖
北
藩
庫
条
款
穴
万
両
。
湖
北
塩
庫
練
兵
新
飽
十

　
一
力
両
。
江
…
襖
關
四
簿
騨
擾
六
万
両
。
霊
周
後
空
販
口
清
＋
八
二
後
脚
涛
丈
口
卿
整
頓
溢
繭
朕
耐
祝
契
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七
万
両
。
官
銭
逸
品
余
項
下
二
十
万
両
。
簸
掲
局
盈
事
項
下
三
万
両
。
以
上
毎
年

　
五
二
万
両
。
『
政
治
官
報
』
宣
統
元
年
八
月
二
九
日
「
議
奏
財
政
支
紬
擬
音
公
債

　
鐙
摺
豆
単
」
。

⑳
　
同
右
。

⑪
　
中
村
義
「
清
末
政
治
と
官
僚
資
本
」
　
『
中
国
近
代
化
の
社
会
構
造
』
　
（
一
九
六

　
〇
年
）
　
｝
二
山
ハ
頁
。

⑳
　
　
『
逓
商
彙
纂
』
明
治
四
二
年
四
号
「
漢
口
経
済
界
ノ
恐
慌
二
関
ス
ル
続
報
」
。

⑳
　
『
中
国
近
代
外
債
史
統
計
資
料
』
四
四
－
五
頁
。

⑳
製
麻
局
に
つ
い
て
言
え
ば
、
陳
尊
邸
は
三
年
闘
に
限
定
し
て
免
税
車
田
を
と
れ

　
ば
販
路
が
伸
び
る
と
主
張
す
る
（
『
政
治
官
報
』
光
緒
三
四
年
＝
一
月
八
日
四
二
五

　
号
「
陳
奏
機
器
麻
事
属
創
始
傍
懇
暫
免
税
瓢
箪
」
）
が
、
税
務
処
は
マ
ッ
ヶ
i
条

　
約
に
定
め
ら
れ
た
輸
入
晶
圏
産
品
一
律
課
税
に
違
反
す
る
と
し
て
拒
否
す
る
。
同

　
様
に
フ
ェ
ル
ト
廠
・
造
紙
廠
の
免
税
要
求
も
拒
否
さ
れ
る
。
　
『
政
治
官
報
』
光
緒

　
三
四
年
一
一
月
二
四
日
「
税
務
大
臣
奏
核
覆
湖
北
競
心
誤
徴
免
税
項
分
別
准
駁
摺
」
、

　
宣
統
元
年
二
月
九
日
四
七
八
号
「
税
務
大
臣
会
奏
核
議
郷
督
奏
湖
北
造
紙
廠
徴
免

　
税
項
分
別
准
駁
摺
」
。

⑳
　
水
野
幸
吉
『
漢
口
』
　
（
一
九
〇
七
年
）
六
八
七
－
八
頁
。

⑯
『
東
方
雑
誌
』
二
i
四
、
各
省
財
政
彙
誌
。

34　（774）

六
結
び
に
か
え
て

　
一
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
世
界
的
規
模
の
多
角
的
貿
易
体
系
の
成
立
は
中
国
を
工
業
製
品
市
場
と
し
て
だ
け
で
は
な
く

農
産
物
等
一
次
産
品
輸
出
国
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
そ
れ
に
伴
な
い
八
○
年
代
ま
で
の
茶
・
生
糸
に
特
撰
し
た
輸
出
構
成
は
多
様
な
農
産
物
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

取
り
こ
ん
だ
も
の
に
転
化
し
て
ゆ
く
。
一
方
帝
国
主
義
に
よ
り
課
せ
ら
れ
た
巨
大
な
二
度
の
賠
償
金
借
款
の
分
担
は
、
各
省
政
府
に
流
通
拡
大

に
よ
る
生
ず
る
農
民
剰
余
（
無
論
、
外
的
要
因
だ
け
で
な
く
小
経
営
の
内
在
的
発
展
を
歴
史
的
条
件
と
す
る
）
の
公
的
収
奪
を
急
が
せ
る
。
未
発
達
な
流

通
構
造
の
下
で
の
農
産
物
の
開
港
場
へ
の
吸
引
が
引
き
起
こ
す
銅
貨
需
給
逼
迫
は
銅
貨
鋳
造
差
益
と
い
う
即
効
的
な
財
源
を
も
た
ら
し
た
。
従

来
か
ら
の
多
元
的
行
政
権
力
構
造
の
上
に
構
築
さ
れ
た
通
貨
供
給
能
力
と
独
自
財
源
創
出
は
、
清
末
か
ら
民
国
に
か
け
て
の
権
力
の
分
省
的
展

開
の
基
礎
と
な
る
。
そ
う
し
た
一
般
的
傾
向
と
同
時
に
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
地
域
閾
較
差
で
あ
る
。
一
九
〇
九
年
に
於
け
る
官
銭
票
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

行
額
は
湖
北
一
五
〇
〇
万
串
に
対
し
山
東
は
二
〇
〇
万
鵠
で
あ
っ
た
。
両
省
の
官
銭
局
の
営
業
業
務
内
容
自
体
に
ほ
と
ん
ど
差
異
は
み
ら
れ
な

輸
・
他
の
条
件
を
養
し
て
は
な
ら
な
い
が
・
こ
れ
は
両
省
に
於
け
る
貨
幣
華
の
糞
壷
が
峻
す
る
差
で
あ
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
乞
表
、

で
示
し
た
両
省
の
歳
入
講
成
の
梢
違
は
依
る
べ
き
再
生
産
構
造
、
殊
に
商
品
流
通
量
の
差
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。



　
強
制
さ
れ
た
財
政
膨
張
は
、
農
民
剰
余
の
徴
収
形
態
に
於
け
る
塁
間
較
差
を
も
た
ら
し
た
。
湖
北
省
は
漢
口
経
済
圏
の
発
展
の
故
に
、
弾
力

性
に
乏
し
い
地
虫
依
存
財
政
か
ら
脱
却
で
き
な
い
省
に
対
す
る
財
政
的
優
位
を
獲
得
す
る
。
流
通
拡
大
に
伴
う
地
域
経
済
の
不
均
等
発
展
は
財

政
上
の
不
均
等
と
な
っ
た
。
だ
が
ま
さ
し
く
そ
れ
故
に
農
民
剰
余
取
得
分
の
分
配
を
め
ぐ
っ
て
中
央
と
省
、
省
と
省
の
間
に
財
政
上
の
矛
盾
が

深
刻
化
し
た
の
で
あ
る
。
革
命
面
分
論
・
連
荘
自
治
論
が
単
な
る
観
念
上
の
産
物
に
と
ど
ま
ら
な
い
物
質
的
側
面
が
そ
こ
に
存
在
し
て
い
た
。

な
お
注
意
す
べ
き
は
「
中
央
¢
地
方
」
と
い
う
形
式
論
理
的
二
元
論
に
お
ち
い
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
開
港
場
経
済
の
限
界
こ
そ
は
、

二
十
年
代
か
ら
の
全
国
的
統
一
へ
の
諸
傾
向
を
も
た
ら
す
。
一
九
三
五
年
の
国
民
政
府
に
よ
る
幣
制
改
革
に
よ
る
初
の
全
国
的
統
一
幣
欄
実
現

が
そ
の
帰
結
で
あ
る
。
清
末
に
於
け
る
分
省
化
の
諸
原
動
力
の
中
に
こ
そ
逆
に
そ
の
地
方
性
を
打
破
し
て
ゆ
く
動
機
が
包
含
さ
れ
て
い
る
と
考

え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。

　
①
　
江
漢
関
に
於
て
は
茶
の
比
重
は
下
が
り
、
胡
麻
・
牛
皮
・
桐
油
・
棉
花
等
が
上
　
　
　
　
③
　
『
山
東
財
政
説
明
書
』
【
四
－
四
〇
頁
参
照
。

　
　
昇
し
て
ゆ
く
。
前
掲
拙
稿
参
照
。
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（
京
都
大
学
大
学
院
生
大
阪
府
緒

　
②
　
　
『
中
国
近
代
貨
幣
史
資
料
』
第
一
輯
一
〇
一
一
二
頁
。
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The　finance　of　province　government　in　the

　　　　late　period　of　the　Qing　・？’ts一一一　dynasty

　　　　　　　the　province　of　H：ubei湖北

by

Akinobu　Kuroda

　　In　the　late　period　of　the　Qing　dynasty，　the　indemnitles　which　were

paid　two　times　and　the　reform　of　the　power　structure，　chiefly　the

foundation　of　the　new　armies，　forced　each　province省government　to

increase　the　finance　rapidly．　The　prov1nce　govrenment　of　Hubei，　which

promoted　this　reform　actively，　dealt　with　the　increaslng　expenses　by

adding　the　income　other　than　taxes，　for　example　margin　profits　from

striking　copper　coins，　to　the　system　of　taxation　imposed　mainly　on　the

circulat20n：　a　consumption　tax，　a　toll　and　so　forth．　So　its　finance　bec－

ame　relatively　sound．　But，　for　that　reason，　it　was　obliged　to　bear　too

heavy　a　burden　in　tlie　military　expansion．　This　too　heavy　burden　hin－

dered　the　administrative　activities，　and　resulted　in　the　conflict　of　the

policy　between　the　province　government　of　Hubei　and　the　central　gove－

rnment　of　Qing．

　　Behind　the　relative　superiority　of　the　finance，　we　must　remark　the

development　of　the　economy　of　Hanllou漢口in　which　the　Mint　Bu－

reau官銭局played　a　principal　part　and　which　was　much　stimulated　by

entering　the　world　market．

Le　trafic　hispano－americain　et　la　France

　　　　　　aux　XVIe　et　XVIIe　siecles

par

Haruhiko　Hattori

　Du　XVIe　au　XVIIIe　sibcle，　la　genese　et　le　d6veloppement　dtt　trafic

hispano－am6ricain　ouvrirent　aux　industries　textiles　europ6ennes　un　gr一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（896）




